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寛
文
．
延
宝
期
（
一
六
六
一
～
八
一
）
は
、
広
範
な
開
発
に
も
と
つ
く
生
産
力
の
発
展
を
背
景
と
し
て
、
封
建
小
農
と
こ
れ
を
単
位
と
す

る
近
世
村
落
が
一
般
的
に
成
立
し
、
近
世
社
会
の
基
礎
が
ほ
ぼ
確
立
さ
れ
た
時
期
に
あ
た
る
。
幕
領
に
お
け
る
二
度
目
の
総
検
地
と
な
る

同
期
の
検
地
は
、
こ
の
基
礎
構
造
の
確
立
を
支
え
、
そ
の
存
立
の
生
産
力
基
盤
と
な
っ
て
い
る
田
畑
・
屋
敷
の
存
在
状
況
を
把
握
し
た
も

の
で
あ
る
。

　
寛
文
。
延
宝
期
前
後
の
時
期
は
、
幕
府
の
財
政
・
農
政
を
担
う
勘
定
所
の
機
能
が
整
備
さ
れ
て
い
っ
た
時
期
で
も
あ
っ
た
。
勘
定
所
の

最
山
口
同
職
制
は
勘
定
奉
行
で
あ
る
が
、
そ
の
前
身
の
勘
定
頭
が
寛
永
一
九
年
（
一
六
四
二
V
に
成
立
し
、
万
治
・
寛
文
期
（
一
六
五
八
～
七
三
）

に
は
そ
の
下
に
勘
定
組
頭
－
勘
定
－
支
配
勘
定
と
い
う
組
織
が
確
立
し
た
。
こ
れ
に
と
も
な
い
、
四
〇
〇
万
石
に
の
ぼ
る
天
領
の
大
部
分

を
支
配
し
た
代
官
が
そ
の
組
織
の
末
端
に
一
元
的
に
組
込
ま
れ
て
い
っ
た
。
代
官
は
は
じ
め
在
地
性
の
強
い
給
人
的
か
つ
徴
税
請
負
人
的
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性
格
を
有
し
て
い
た
が
、
幕
府
は
天
和
－
元
禄
期
（
一
六
八
｝
～
一
七
〇
四
）
を
中
心
と
し
た
そ
の
不
正
に
対
す
る
大
量
な
粛
正
や
、
主
に

関
東
の
代
官
に
関
し
て
は
陣
屋
支
配
を
廃
し
て
江
戸
在
住
を
は
か
り
つ
つ
、
享
保
期
（
一
七
一
六
～
三
六
）
ま
で
に
は
徴
税
．
農
政
官
僚
へ

と
転
換
さ
せ
て
い
・
．
起
・
こ
う
し
た
代
官
の
官
僚
化
が
可
能
と
な
・
た
背
景
に
は
、
近
世
小
農
村
落
の
成
立
に
基
づ
籍
請
制
の
確
立
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

あ
っ
た
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。

　
し
た
が
っ
て
、
寛
文
・
延
宝
検
地
は
、
新
た
な
村
落
秩
序
に
対
応
す
る
土
地
保
有
構
造
を
把
握
す
る
も
の
で
あ
る
と
と
も
に
、
整
備
さ

れ
つ
つ
あ
る
勘
定
所
の
官
僚
組
織
に
よ
っ
て
幕
府
が
天
領
を
直
接
支
配
す
る
た
め
の
基
礎
と
な
る
土
地
把
握
と
し
て
位
置
づ
け
る
こ
と
が

で
き
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
ゆ
え
に
こ
そ
、
総
検
地
の
名
に
ふ
さ
わ
し
く
、
幕
府
の
実
施
し
た
検
地
の
中
で
は
広
範
に
か
つ
徹
底
し
た
検
地

と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
実
施
さ
れ
た
地
域
は
、
寛
文
検
地
が
関
東
を
、
延
宝
検
地
が
畿
内
を
中
心
と
し
て
中
部
．
関
東
．
東
北
に
及
ん
で

境
・

　
寛
文
期
に
は
じ
ま
る
幕
領
の
総
検
地
は
元
禄
検
地
を
も
っ
て
終
わ
る
が
、
作
成
さ
れ
た
検
地
帳
は
、
基
本
的
に
は
近
代
初
頭
の
地
租
改

正
ま
で
、
近
世
を
通
じ
て
の
土
地
台
帳
と
し
て
機
能
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
意
味
か
ら
も
極
め
て
重
要
な
検
地
な
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
る
ソ

　
し
か
し
、
そ
れ
ほ
ど
重
要
な
検
地
で
あ
り
な
が
ら
寛
文
・
延
宝
検
地
に
関
す
る
体
系
的
な
研
究
は
極
め
て
少
な
い
。
特
に
関
東
に
お
い

て
幕
領
が
広
範
に
存
在
し
た
の
は
武
蔵
国
・
相
模
国
で
あ
っ
た
が
、
例
え
ば
そ
れ
ぞ
れ
の
国
の
多
く
の
領
域
を
対
象
と
し
た
『
新
編
埼
玉

県
史
』
・
『
神
奈
川
県
史
』
に
お
い
て
も
、
寛
文
・
延
宝
検
地
に
は
ほ
と
ん
ど
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
の
が
実
情
で
あ
る
。

　
そ
こ
で
本
稿
で
は
関
東
の
寛
文
検
地
の
う
ち
か
ら
武
州
山
之
根
筋
の
そ
れ
を
取
り
上
げ
、
基
礎
的
な
問
題
を
明
ら
か
に
し
た
い
。
武
州

山
之
根
筋
は
耕
地
が
少
な
く
山
勝
ち
で
あ
る
た
め
、
一
般
に
は
生
産
力
の
低
位
性
を
指
摘
さ
れ
る
が
、
寛
文
期
に
は
里
方
の
村
々
と
同
様

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ら
　

に
近
世
小
農
の
広
範
な
成
立
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
低
生
産
力
の
原
因
と
さ
れ
る
「
山
」
が
、
小
農
自
立
を
支
え
る
生
産
力
基
盤
と
し

て
不
可
欠
の
存
在
と
な
っ
て
い
た
こ
と
を
想
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
「
山
」
に
お
け
る
農
耕
と
稼
こ
そ
、
こ
の
地
域
の
近
世
小
農
の
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自
立
に
と
っ
て
重
要
な
意
味
を
も
つ
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
検
地
は
原
則
と
し
て
田
畑
・
屋
敷
を
把
握
す
る
も
の
で
あ
る
。
し

か
し
、
「
山
」
も
一
般
的
な
耕
地
と
な
ら
ん
で
生
産
力
基
盤
の
重
要
な
一
翼
を
担
う
に
致
っ
た
こ
の
地
域
に
お
い
て
、
広
範
な
小
農
の
確

立
期
に
施
行
さ
れ
た
寛
文
検
地
が
「
山
」
を
把
握
し
な
い
は
ず
は
な
く
、
「
山
」
を
い
か
に
把
握
し
た
か
が
重
要
な
論
点
と
な
ろ
う
。
こ

の
点
に
こ
の
地
域
の
寛
文
検
地
の
特
徴
が
あ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　
武
州
山
之
根
筋
の
寛
文
検
地
に
つ
い
て
は
、
安
澤
秀
｝
氏
が
南
多
摩
地
方
の
検
地
施
行
の
地
域
制
に
つ
い
て
検
討
さ
れ
、
南
多
摩
地
方

の
う
ち
「
山
之
根
」
と
呼
ば
れ
る
山
付
き
の
村
々
で
は
近
世
初
頭
に
永
高
制
（
氏
は
貫
文
制
と
さ
れ
る
V
の
検
地
が
行
わ
れ
、
こ
れ
ら
永
高

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

制
の
採
用
さ
れ
た
村
々
で
は
寛
文
検
地
が
施
行
さ
れ
て
、
一
斉
に
石
高
制
へ
と
切
換
わ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
。
ま
た
、
兼
子
順
氏

は
近
世
前
期
の
武
蔵
国
の
最
終
検
地
に
つ
い
て
、
「
新
編
武
蔵
風
土
記
稿
」
（
以
下
「
武
記
」
と
略
記
）
か
ら
埼
玉
県
域
の
全
村
を
検
討
し
、

一
定
規
模
の
検
地
施
行
の
特
徴
を
支
配
や
地
域
性
と
の
関
係
で
整
理
し
た
。
そ
の
中
で
寛
文
検
地
は
武
州
山
之
根
筋
を
中
心
に
実
施
さ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

て
い
る
こ
と
、
こ
れ
も
含
め
て
以
後
の
検
地
で
は
支
配
代
官
と
検
地
施
行
者
と
が
異
な
る
こ
と
を
指
摘
さ
れ
た
。

　
こ
れ
ら
は
検
地
に
つ
い
て
地
域
的
ま
と
ま
り
を
も
っ
て
把
握
さ
れ
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
っ
た
が
、
安
澤
氏
は
南
多
摩
地
方
と
い
う
、

ま
た
兼
子
氏
は
埼
玉
県
域
と
い
う
一
定
の
限
界
を
自
ら
課
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。
本
稿
で
は
武
州
山
之
根
筋
の
寛
文
検
地
に
つ
い
て
全
域
的

に
把
握
し
、
そ
の
実
態
と
特
徴
に
関
し
て
基
礎
的
考
察
を
行
い
た
い
。

一
　
「
武
州
山
之
根
筋
」
の
範
囲
と
永
高
制

　
「
武
州
山
之
根
筋
」
の
範
囲
を
明
ら
か
に
し
、

い
て
整
理
し
て
お
き
た
い
。

あ
わ
せ
て
寛
文
検
地
の
前
提
と
な
っ
た
初
期
の
永
高
検
地
な
い
し
永
高
制
の
意
義
に
つ
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（
8
）

　
「
山
根
」
と
は
字
義
と
し
て
は
「
山
の
根
元
に
当
た
る
と
こ
ろ
。
山
の
ふ
も
と
。
」
を
意
味
す
る
も
の
で
、
「
武
州
山
之
根
筋
」
と
は
関

東
平
野
か
ら
関
東
山
地
へ
の
移
行
部
分
に
あ
た
る
秩
父
・
多
摩
山
地
の
山
麓
地
域
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
史
料
に
即
し
て
見
る
と
、
多
摩

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

郡
の
西
部
地
域
に
つ
い
て
は
享
保
六
年
（
一
七
二
一
）
に
「
山
之
根
九
万
石
村
高
改
帳
」
が
残
さ
れ
て
お
り
、
山
之
根
筋
と
し
て
把
握
さ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
V

て
い
た
村
が
ほ
ぼ
明
ら
か
に
な
る
。
ま
た
、
高
麗
郡
久
須
美
村
の
延
宝
六
年
（
一
六
七
八
）
の
史
料
に
は
、
「
武
州
山
根
加
治
領
上
赤
工

村
・
下
赤
工
村
・
曲
竹
村
・
小
瀬
戸
村
・
久
須
美
村
・
小
岩
井
村
・
大
川
原
村
」
七
か
村
の
連
署
が
見
出
せ
、
同
郡
梅
原
村
の
天
和
三
年

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）

（一

Z
八
三
）
の
史
料
に
は
「
近
山
与
右
衛
門
様
御
代
官
所
武
州
山
根
高
麗
領
・
加
治
領
・
三
田
領
．
玉
川
領
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
高
麗

郡
の
西
部
山
間
地
域
に
あ
た
る
加
治
領
・
高
麗
領
の
ほ
か
、
多
摩
郡
内
の
三
田
領
は
も
ち
ろ
ん
、
比
企
郡
の
玉
川
領
も
「
武
州
山
根
」
と

呼
び
な
ら
わ
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
ほ
か
に
、
こ
れ
ら
各
領
の
最
上
流
域
に
位
置
す
る
外
秩
父
と
呼
ば
れ
る
秩
父
郡
の
村
々
が
あ
る
。
外
秩
父
に
つ
い
て
、
「
武
記
」
の
秩

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

父
郡
の
総
説
に
は
、
郡
境
を
論
じ
る
中
に
以
下
の
記
述
が
あ
る
。

　
　
郡
の
経
界
に
至
り
て
は
後
世
沿
革
せ
し
に
や
、
小
丸
峠
の
東
上
我
野
郷
七
ケ
村
は
今
本
郡
に
隷
す
れ
ど
、
旧
き
検
地
帳
に
は
高
麗
郡

　
　
上
我
野
郷
と
記
し
、
又
高
山
村
不
動
堂
及
阪
石
村
法
光
寺
、
天
正
十
九
年
の
御
朱
印
に
高
麗
郡
吾
野
の
内
と
あ
れ
ば
、
本
高
麗
郡
な

　
　
る
こ
と
論
な
し
、
土
人
の
説
に
妻
阪
峠
の
東
上
下
名
栗
村
、
及
皆
新
田
峠
の
東
皆
谷
・
白
石
・
御
堂
．
安
戸
．
椚
平
．
大
野
の
六
ケ

　
　
村
、
合
て
十
五
村
を
外
秩
父
と
云
、
按
ず
る
に
元
高
麗
郡
に
し
て
、
後
本
郡
に
属
せ
し
も
の
か
、
【
和
名
紗
】
入
間
郡
の
部
に
安
刀
と

　
　
あ
り
し
は
今
安
戸
な
ら
ん
と
、
そ
の
地
入
間
郡
と
は
比
企
郡
を
阻
つ
れ
ど
、
前
の
六
ケ
村
も
し
く
は
高
麗
郡
に
属
せ
ず
ん
ば
入
間
郡

　
　
な
ら
ん
か
、
さ
あ
れ
ば
入
間
郡
の
安
刀
な
ら
ん
も
当
れ
り
、
思
ふ
に
往
古
は
妻
坂
峠
・
小
丸
峠
・
皆
新
田
峠
を
限
り
て
、
是
よ
り
西

　
　
を
本
郡
と
す
る
も
の
な
ら
ん
、
掬
閾
郡
の
外
に
接
付
せ
し
秩
父
な
れ
ば
と
て
、
い
つ
し
か
外
秩
父
の
名
の
こ
れ
る
に
因
循
し
て
、
往

　
　
古
よ
り
の
地
を
呼
て
奥
秩
父
と
は
称
す
る
な
ら
ん
、
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に
　

　
ま
た
、
同
じ
く
「
武
記
」
の
各
村
の
解
説
で
も
、
上
・
下
名
栗
村
は
加
治
領
に
、
上
我
野
郷
七
か
村
は
高
麗
領
に
属
す
こ
と
が
示
さ
れ

高
麗
郡
と
の
関
係
を
、
椚
平
．
大
野
．
安
戸
・
御
堂
・
皆
谷
・
白
石
・
奥
沢
・
大
内
沢
・
坂
本
の
九
か
村
は
玉
川
領
に
属
し
比
企
郡
と
の

関
係
を
強
く
示
唆
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
外
秩
父
の
村
々
は
元
来
秩
父
郡
に
属
さ
ず
、
高
麗
・
比
企
郡
と
の
関
係
が
深
い
村
々
で
あ
っ
た
。

一
方
、
奥
秩
父
地
方
で
は
「
山
之
根
」
と
の
記
述
を
管
見
の
限
り
で
は
見
出
し
て
い
な
い
。
「
山
之
根
」
の
字
義
か
ら
も
奥
秩
父
を
そ
う

呼
ぶ
こ
と
に
は
違
和
感
が
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
、
婁
郡
竹
沢
村
（
後
に
同
郡
四
か
村
と
比
企
郡
二
か
村
と
に
分
村
）
も
玉
川
領
に
風
肥
・
比

企
郡
と
の
つ
な
が
り
が
強
く
、
武
州
山
之
根
筋
の
一
部
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
「
武
州
山
之
根
筋
」
と
は
多

摩
郡
西
部
の
村
々
の
ほ
か
、
高
麗
郡
．
比
企
郡
お
よ
び
主
に
そ
の
間
に
は
さ
ま
れ
る
入
間
郡
の
西
部
山
付
き
の
地
域
、
そ
し
て
秩
父
郡
の

う
ち
外
秩
父
地
域
と
男
蓑
郡
の
旧
竹
沢
村
域
を
呼
ぶ
も
の
と
ま
と
め
て
お
き
た
い
。

　
次
節
で
も
詳
し
く
検
討
す
る
が
、
こ
の
地
域
の
支
配
関
係
を
こ
こ
で
概
観
し
て
お
き
た
い
。
多
く
が
天
領
で
あ
っ
た
こ
と
を
前
提
と
し

て
、
村
上
直
氏
は
近
世
初
期
の
関
東
に
お
け
る
代
官
陣
屋
の
配
置
を
検
討
し
、
代
官
頭
大
久
保
石
見
守
長
安
お
よ
び
そ
の
輩
下
の
代
官
の

屋
敷
．
陣
屋
は
、
多
摩
郡
八
王
子
に
数
多
く
集
中
し
て
い
る
ほ
か
、
多
摩
郡
西
部
の
各
所
、
高
麗
郡
中
山
村
・
高
麗
本
郷
（
後
に
栗
坪
村
）
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヨ

比
企
郡
玉
川
郷
、
横
見
郡
御
所
村
に
あ
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
和
泉
清
司
氏
に
よ
る
武
蔵
国
の
初
期
検
地
帳
の
検
討
か
ら
は
、
武

蔵
国
の
山
間
地
域
は
大
久
保
と
と
も
に
伊
奈
忠
次
に
よ
っ
て
検
地
さ
れ
た
こ
と
、
地
域
的
に
は
、
山
之
根
筋
に
つ
い
て
は
主
に
大
久
保
が
、

秩
父
郡
の
う
ち
奥
秩
父
地
方
と
児
玉
郡
は
主
に
伊
奈
が
検
地
し
て
い
る
・
と
が
導
か
襲
・
近
世
初
期
の
武
州
山
之
根
筋
は
・
代
官
頭
大

久
保
長
安
の
支
配
下
に
あ
っ
た
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
大
久
保
が
慶
長
一
八
年
（
一
六
＝
二
）
に
死
亡
す
る
と
、
そ
の
一
族
は

粛
正
さ
れ
、
そ
れ
以
降
大
久
保
の
下
代
。
手
代
的
存
在
で
あ
っ
た
八
王
子
一
八
代
官
が
こ
の
地
域
を
支
配
し
て
い
っ
た
が
、
こ
れ
ら
の
代

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
レ
　

官
も
元
禄
期
ま
で
に
は
ほ
と
ん
ど
が
失
脚
し
て
い
く
の
で
あ
る
。

　
次
に
、
武
州
山
之
根
筋
の
寛
文
検
地
の
前
提
と
な
る
永
高
検
地
な
い
し
永
高
制
の
意
義
に
つ
い
て
検
討
し
て
お
き
た
い
。
こ
の
地
域
を

5



含
む
関
東
西
部
の
山
間
地
域
は
、
徳
川
氏
の
関
東
入
国
と
同
時
に
直
轄
領
に
編
入
さ
れ
、
そ
の
村
高
は
石
山
口
同
で
は
な
く
て
永
由
口
同
に
よ
っ
て
　
6

把
握
さ
れ
て
い
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
め
　

　
永
高
検
地
や
永
高
制
に
つ
い
て
は
、
一
九
五
〇
年
代
か
ら
山
田
武
麿
氏
、
神
崎
彰
敏
氏
、
大
舘
右
喜
氏
な
ど
の
分
析
が
あ
る
。
こ
れ
ら

は
永
高
制
に
よ
る
検
地
帳
を
利
用
し
た
村
落
の
構
造
分
析
に
主
要
な
目
的
が
お
か
れ
た
も
の
で
、
主
な
年
貢
負
担
者
は
中
世
以
来
の
土
豪

層
を
中
心
と
し
た
旧
勢
力
で
あ
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
し
か
し
、
中
世
以
来
の
貫
高
制
と
永
高
制
と
の
区
別
は
な
さ
れ
て
い
な
か

っ
た
。

　
こ
れ
ら
に
対
し
て
、
関
ケ
原
後
徳
川
領
国
と
な
っ
た
遠
江
国
北
部
の
山
間
地
域
を
事
例
に
、
永
高
制
を
貫
高
制
と
峻
別
さ
れ
、
永
高
制

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む

下
の
年
貢
収
取
、
村
落
構
造
、
そ
し
て
永
高
制
の
意
義
を
明
確
に
さ
れ
た
の
は
佐
藤
孝
之
氏
で
あ
る
。
氏
に
よ
れ
ば
、
貫
高
制
は
戦
国
大

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
り

名
に
と
っ
て
「
年
貢
収
取
の
基
準
で
あ
る
と
と
も
に
、
知
行
・
軍
役
賦
課
の
基
準
と
し
て
重
要
な
意
味
を
も
っ
た
」
も
の
で
、
貫
　
口
同
を
示

す
銭
の
種
類
は
、
戦
国
時
代
に
流
通
し
て
い
た
銭
の
う
ち
の
永
楽
銭
を
含
ま
な
い
精
銭
．
上
銭
で
あ
っ
た
。
一
方
、
永
高
制
は
徳
川
氏
が

関
東
に
入
国
し
て
広
範
に
採
用
さ
れ
た
も
の
で
、
年
貢
高
を
精
銭
・
上
銭
よ
り
価
値
の
高
い
永
楽
銭
で
見
積
も
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
し

か
も
永
高
は
永
一
貫
文
1
1
五
石
の
比
率
で
石
高
に
換
算
が
可
能
で
、
こ
の
石
高
が
知
行
．
軍
役
の
基
準
と
な
っ
た
こ
と
は
石
幽
口
同
制
検
地
の

施
行
さ
れ
た
一
般
の
地
域
と
異
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
永
高
制
と
は
、
中
世
以
来
の
貫
一
口
同
制
の
流
れ
は
汲
む
も
の
の
、
石
高
制
に
適
合
し

た
極
め
て
近
世
的
な
も
の
で
あ
っ
た
。

永
高
検
地
の
嚢
に
つ
い
て
は
以
下
の
様
に
述
べ
て
幸
徳
川
政
権
下
の
代
嘉
伊
奈
忠
次
・
大
久
保
長
安
支
配
の
地
域
で
は
、
非

米
作
地
帯
か
ら
は
永
楽
銭
に
よ
る
金
納
年
貢
収
取
の
方
針
が
あ
っ
た
。
金
納
年
貢
を
収
取
す
る
た
め
に
は
在
方
市
の
存
在
が
不
可
欠
で
あ

り
、
そ
こ
で
の
換
金
を
担
い
、
年
貢
を
負
担
し
て
い
た
の
が
旧
来
か
ら
の
土
豪
層
で
あ
っ
た
。
「
即
ち
、
山
間
地
域
に
お
け
る
小
農
民
の

自
立
条
件
の
未
発
達
と
い
っ
た
状
況
の
も
と
で
、
幕
府
は
金
納
地
代
の
収
取
を
機
能
的
に
実
現
す
る
た
め
に
、
在
方
市
の
掌
握
と
と
も
に
、
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土
豪
層
を
中
核
と
す
る
村
落
の
再
生
産
構
造
を
利
用
す
る
必
要
が
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
こ
の
方
針
の
も
と
に
土
豪
層
を
納
税
責
任
者
と
し

て
再
編
し
た
の
で
あ
」
り
、
永
高
検
地
は
「
金
納
地
代
実
現
の
た
め
の
積
極
的
な
施
策
と
い
う
性
格
を
も
っ
て
い
た
の
で
あ
る
」
と
さ
れ

　
　
　
（
2
4
）

る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
氏
の
分
析
さ
れ
た
永
高
制
の
検
地
帳
は
田
畑
そ
れ
ぞ
れ
に
位
付
け
が
な
さ
れ
て
い
る
も
の
も
一
部
あ
り
、
そ
れ
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
5
）

な
い
関
東
の
も
の
と
比
較
し
た
場
合
一
つ
の
特
徴
と
な
っ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
6
）

　
永
高
制
に
関
す
る
究
明
に
お
い
て
、
そ
の
中
心
地
域
と
さ
れ
た
武
蔵
国
の
実
態
に
つ
い
て
は
和
泉
清
司
氏
の
研
究
が
あ
る
。
氏
は
現
存

す
る
武
蔵
国
の
永
高
検
地
帳
を
広
く
調
査
さ
れ
、
永
高
検
地
は
慶
長
二
、
三
年
（
一
五
九
七
、
九
八
）
を
ピ
ー
ク
と
し
て
、
秩
父
・
児
玉
・

比
企
・
入
間
・
高
麗
・
多
摩
郡
の
山
間
地
域
に
実
施
さ
れ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
。
永
高
制
の
意
義
に
つ
い
て
は
、
第
一
に
、
当
初

豊
臣
政
権
か
ら
課
さ
れ
る
軍
役
と
、
大
坂
夏
の
陣
で
豊
臣
氏
が
滅
亡
す
る
ま
で
の
軍
備
購
入
費
に
莫
大
な
金
銭
が
必
要
で
あ
っ
た
こ
と
を

あ
げ
、
特
に
貨
幣
価
値
の
最
も
高
い
永
楽
銭
を
求
め
た
も
の
と
し
、
第
二
に
、
佐
藤
氏
と
同
様
に
、
関
東
の
山
間
地
域
に
お
け
る
旧
来
か

ら
の
村
落
構
造
の
実
態
に
あ
わ
せ
て
、
年
貢
収
取
の
方
法
も
大
き
な
変
化
を
与
え
な
か
っ
た
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　
武
蔵
国
の
山
之
根
筋
と
奥
秩
父
な
ど
に
つ
い
て
は
、
大
久
保
・
伊
奈
な
ど
の
代
官
頭
は
、
従
来
か
ら
の
在
方
市
を
保
護
し
、
積
極
的
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
7
）

市
立
て
も
行
っ
て
い
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
き
た
。
永
高
制
を
安
定
的
な
も
の
に
す
る
た
め
の
当
然
の
措
置
で
あ
ろ
う
。
永
楽
銭
が
永
高

検
地
地
域
の
基
準
貨
幣
と
さ
れ
た
理
由
に
つ
い
て
は
、
後
北
条
氏
が
天
正
九
年
（
一
五
八
一
）
に
貢
租
銭
納
は
永
楽
銭
の
み
と
の
「
公
課
納

入
手
段
の
選
別
化
を
通
じ
て
、
後
北
条
氏
の
み
な
ら
ず
東
国
戦
国
大
名
の
領
国
内
に
お
い
て
基
準
貨
幣
と
し
て
の
地
位
を
獲
得
し
て
い
っ

　
　
　
　
　
　
　
〔
2
8
）

た
も
の
と
お
も
わ
れ
る
」
も
の
で
、
奥
秩
父
地
方
に
つ
い
て
は
、
後
北
条
氏
支
配
の
戦
国
末
期
か
ら
、
永
楽
銭
が
一
般
的
な
貢
租
の
納
入

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
9
）

形
態
で
あ
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。

　
な
お
、
永
高
制
に
よ
り
年
貢
支
払
貨
幣
と
さ
れ
た
永
楽
銭
は
、
全
国
的
に
広
く
流
通
し
て
い
た
鎌
銭
と
の
交
換
比
率
を
慶
長
九
年
（
一

六
〇
四
）
に
永
楽
一
文
1
1
鍵
四
文
と
公
定
さ
れ
、
ほ
ぼ
同
時
に
金
一
両
1
1
永
楽
銭
一
貫
文
1
1
銀
五
〇
匁
と
決
定
さ
れ
た
。
こ
れ
は
、
慶
長

7



六
年
（
一
六
〇
一
）
に
佐
渡
金
山
を
直
轄
領
に
組
入
れ
た
徳
川
政
権
に
よ
る
、
貨
幣
鋳
造
権
の
独
占
と
貨
幣
制
度
の
確
立
を
は
か
る
た
め
の

措
置
の
一
環
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
慶
長
＝
二
、
一
四
年
（
一
六
〇
八
、
九
）
、
永
楽
銭
の
通
用
は
禁
止
さ
れ
、
こ
れ
以
降
、
永
一
貫
文
口
金

一
両
1
1
銀
五
〇
匁
“
銭
（
鎗
）
四
貫
文
と
い
う
公
定
比
価
が
示
さ
れ
て
、
こ
れ
が
基
準
と
な
っ
て
い
く
。
「
永
」
は
単
な
る
計
算
の
単
位
に

す
ぎ
な
く
な
り
、
金
一
両
の
十
進
法
的
換
算
の
単
位
と
し
て
、
特
に
一
両
以
下
の
端
数
を
千
分
の
一
の
単
位
で
計
上
で
き
る
単
位
と
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
0
）

利
用
さ
れ
る
も
の
と
な
っ
た
。

　
す
な
わ
ち
永
高
制
検
地
は
、
江
戸
に
入
府
し
た
徳
川
氏
が
金
納
年
貢
の
必
要
上
、
土
豪
層
を
中
核
と
し
た
中
世
的
村
落
構
造
を
残
す
武

蔵
を
は
じ
め
、
上
野
・
相
模
・
遠
江
な
ど
の
山
間
地
域
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
土
豪
層
を
主
な
年
貢
負
担
者
と
し
て
掌
握
し
、
関
東
・
東
国

地
域
で
基
準
貨
幣
と
な
っ
て
い
た
永
楽
銭
に
よ
る
年
貢
高
を
村
高
と
し
て
確
定
し
た
も
の
で
、
年
貢
収
納
も
基
本
的
に
は
当
初
は
永
楽
銭

で
、
永
楽
銭
通
用
禁
止
後
に
も
貨
幣
で
納
入
さ
せ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
金
納
年
貢
を
安
定
的
に
確
保
す
る
た
め
、
代
官
頭
の
大
久
保

な
ど
は
、
後
北
条
氏
統
治
時
代
よ
り
興
隆
し
た
土
豪
層
を
担
い
手
と
す
る
六
斎
市
な
ど
在
方
市
の
一
層
の
保
護
・
育
成
を
は
か
っ
た
の
で

あ
る
。
こ
の
よ
う
な
永
高
制
検
地
の
実
施
さ
れ
た
中
心
的
な
地
域
の
一
つ
が
武
州
山
之
根
筋
で
あ
っ
た
。

8

二
　
寛
文
期
の
支
配
と
検
地
役
人

　
近
世
初
期
に
は
永
高
制
の
検
地
を
施
行
さ
れ
た
武
州
山
之
根
筋
に
お
け
る
二
度
目
の
総
検
地
が
寛
文
検
地
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
永

高
制
は
廃
さ
れ
、
石
高
制
に
よ
っ
て
村
高
が
把
握
し
な
お
さ
れ
た
。
こ
の
寛
文
検
地
を
総
括
的
に
捉
ら
え
る
た
め
に
詳
細
な
表
（
以
下
、

原
表
と
呼
ぶ
）
を
作
成
し
た
。
そ
の
概
要
を
示
す
の
が
表
1
で
あ
る
。

　
武
州
山
之
根
筋
の
範
囲
は
、
西
端
は
多
摩
郡
で
は
国
境
ま
で
、
そ
れ
以
外
は
奥
秩
父
と
の
境
界
ま
で
と
明
確
で
あ
る
が
、
東
端
は
確
定
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し
が
た
い
。
そ
こ
で
ま
ず
、
前
節
で
凡
そ
山
之
根
筋
と
し
た
範
囲
を
「
武
記
」
の
各
郡
の
最
初
に
あ
る
元
禄
の
郡
絵
図
で
東
に
広
め
に
線

引
し
、
そ
の
中
で
寛
文
検
地
の
行
わ
れ
た
村
を
マ
！
ク
し
た
。
次
に
寛
文
検
地
の
実
施
さ
れ
た
村
が
一
部
で
も
含
ま
れ
る
「
武
記
」
の
巻

を
全
て
抽
出
し
て
、
そ
れ
ら
の
各
巻
に
採
録
さ
れ
た
全
て
の
村
に
つ
い
て
検
地
に
関
す
る
記
述
を
原
表
に
書
き
出
し
た
。
な
お
そ
の
際
、

枝
郷
は
一
村
と
し
た
が
、
端
村
は
数
に
入
れ
な
か
っ
た
。
書
き
出
し
た
村
の
数
は
「
全
村
数
」
の
欄
に
あ
る
と
お
り
で
、
四
八
巻
分
、
四

七
八
か
村
と
な
る
。

　
こ
れ
ら
の
各
村
を
、
「
里
方
」
と
「
山
方
」
と
に
区
別
し
た
。
同
じ
く
山
之
根
筋
と
い
わ
れ
る
地
域
で
あ
っ
て
も
里
方
の
村
と
山
方
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
1
＞

村
と
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
地
形
図
を
も
と
に
、
『
新
編
埼
玉
県
史
通
史
編
』
第
三
巻
近
世
一
の
付
録
の
図
「
近
世
前
期
の
村
落
と
支
配
関

係
」
の
地
形
区
分
を
参
考
と
し
、
さ
ら
に
筆
者
の
調
査
時
の
観
察
を
踏
ま
え
て
分
類
し
た
。
四
七
八
か
村
の
う
ち
「
山
方
」
と
分
類
で
き

た
村
は
四
七
％
に
あ
た
る
二
二
七
か
村
で
あ
っ
た
。
抽
出
の
方
法
上
、
「
里
方
」
が
余
分
に
書
き
出
さ
れ
て
い
る
。

　
こ
れ
に
続
く
の
が
「
新
田
」
の
欄
で
あ
る
。
「
武
記
」
に
持
添
新
田
と
新
田
検
地
に
関
す
る
記
述
が
あ
っ
た
場
合
を
数
え
た
も
の
で
、

多
摩
の
三
〇
か
ら
三
三
、
入
間
の
二
と
五
、
高
麗
の
四
、
五
、
八
、
比
企
の
六
と
七
、
男
裳
の
四
の
各
巻
に
そ
の
割
合
が
高
い
。
こ
れ
ら

の
巻
に
掲
載
さ
れ
る
村
は
ほ
と
ん
ど
里
方
で
、
新
田
と
は
武
蔵
野
台
地
の
西
端
に
あ
た
る
地
域
の
広
大
な
畑
作
新
田
が
そ
の
中
心
で
あ
る
。

こ
こ
で
線
引
し
た
地
域
の
東
端
が
、
武
蔵
野
新
田
の
開
発
さ
れ
る
武
蔵
野
台
地
な
ど
関
東
平
野
の
西
端
に
及
ん
で
い
る
こ
と
を
示
す
も
の

で
あ
る
。

　
次
の
「
寛
文
検
地
」
の
欄
は
、
「
武
記
」
の
検
地
の
実
施
年
と
検
地
役
人
に
関
す
る
記
述
を
原
表
に
書
き
出
し
、
寛
文
検
地
に
つ
い
て

集
計
し
た
も
の
で
あ
る
。
四
七
八
か
村
の
う
ち
、
寛
文
検
地
を
確
認
で
き
る
村
は
、
天
領
を
中
心
と
し
た
（
後
に
詳
述
）
＝
＝
七
か
村
（
六

六
％
）
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
寛
文
検
地
の
う
ち
、
寛
文
六
年
か
ら
八
年
（
一
六
六
六
～
六
八
）
の
三
か
年
に
二
六
八
か
村
（
八
八
％
）
の
検

地
が
集
中
し
、
さ
ら
に
そ
の
う
ち
の
四
分
の
三
の
一
九
七
か
村
は
寛
文
八
年
検
地
で
あ
っ
た
。
武
州
山
之
根
筋
の
寛
文
検
地
は
、
寛
文
八

9



表1武州山之根筋の寛文検地 （珪玩立二：カ、ホ寸）

新 編　　武 蔵 風　　土 記 稿
武　蔵

全 村　数 新 田 寛　文 検　地 田園簿
郡 巻之 郡　之

内山方 持添新田 新田検地 村数 特定役人
村　数

90 多摩2 13 2 7 12

96 8 13 5 1 9 5 13

91 9 10 5 9 10

100 12 9 1 1 6 4 6

101 13 1 1 1 1

102上 14上 6 4 4 4

102下 14下 2 1 1 1 2

103 15 12 12 1 ll ll 10

多 104 16 4 4 4 4 4

105 17 8 3 7 5 8

106 18 13 10 1 2 4 13

107 19 15 8 7 4 13

108 20 14 5 10 9 12

109 21 8 5 8 8 8

摩 110上 22上 3 3 3 3 3

UO下 22下 4 4 4 4 3

U1 23 1 1 1 1 1

112 24 1 1 1 1

113 25 6 5 1 6 6 6

114 26 5 5 5 5 5

郡 115 27 9 9 9 9 4

116 28 7 7 6 6 7

117 29 9 7 1 8 8 9

118 30 17 4 1 5 14 12 16

119 31 16 8 8 10 9 16

120 32 14 2 8 6 3 8

121 33 9 4 2 5 2 7

計27巻 229 106 17 30 166 125 201

157 入間2 18 9 9 6 4 15

160 5 12 12 12 9 6 5 11

入 171 16 13 7 1 4 4 10

間 174 19 8 3 1 2 7 7 8

郡
175 20 8 8 1 3 7 7 7

計5巻 59 30 23 24 30 27 51

10



177 高麗2 11 11 11 11 8

178 3 12 6 1 1 12 12 ll

盲
「
可

179 4 13 1 8 6 12 12 ll

180 5 17 13 12 6 6 14

麗 183 8 14 4 12 12 7 7 10

184 9 7 1 1 1 6 6 6

郡 185 10 10 10 1 10 10 6

計7巻 84 33 35 33 64 64 66

191 比企6 21 13 4 6 4 3 18

比
192 7 15 11 3 4 13 13 15

193 8 20 8 1 13 11 18

企
194 9 18 2 6 2 15

郡

計4巻 74 32 7 13 36 29 66

男
225 男裳4 10 4 6 6 4 4 7

袋
郡 計 1巻 10 4 6 6 4 4 7

247 秩父2 7 7 6 6 1

秩
248 3 4 4 4 4 4

249 4 4 4 3 4 4 4

父
250 5 7 7 2 3 3 7

郡

計4巻 22 22 5 17 17 16

合計 48巻 478 227 88 lll 317 266 407

註）芦田伊人編「新編武蔵風土記稿』（『大日本地誌大系』1963年，雄山閣），北島正元校

　訂「武蔵田園簿』（『日本史料選書』15，1977年，近藤出版社）より作成。

年
を
ピ
ー
ク
と
し
た
六
年
か
ら
の
三
か
年

に
集
中
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
そ
の
寛
文
検
地
の
特
徴
の
一
つ
は
、
検

地
の
集
中
す
る
三
か
年
の
検
地
を
中
心
に

特
定
の
検
地
役
人
が
こ
れ
を
実
施
し
て
い

る
こ
と
で
あ
る
。
特
定
の
検
地
役
人
と
は

表
2
に
示
す
雨
宮
勘
兵
衛
・
曽
根
五
郎
左

衛
門
・
竹
村
与
兵
衛
・
坪
井
次
右
衛
門
・

成
瀬
八
左
衛
門
・
深
谷
喜
右
衛
門
の
六
名

で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
者
の
検
地
し
た
村
は
、

寛
文
検
地
の
あ
っ
た
三
一
七
か
村
の
う
ち

の
二
六
六
か
村
（
八
四
％
）
、
特
に
六
年
か

ら
八
年
の
三
か
年
の
二
六
八
か
村
の
う
ち

で
は
二
六
〇
か
村
ま
で
が
、
こ
の
六
名
の

検
地
で
あ
る
。

　
そ
れ
ぞ
れ
の
家
の
来
歴
は
武
田
家
臣
、

北
条
家
臣
、
徳
川
譜
代
の
家
臣
な
ど
様
々

で
、
代
官
頭
と
の
関
係
も
伊
奈
・
大
久
保

11



表2　武州山之根筋の寛文検地役人

氏　　　名 出　　身 関係の代官頭 寛文検地時の役職と期間 延宝3年の役職・禄高 天和元年の役職・禄高

雨宮勘兵衛
i某）

武田家臣 大久保

ｪ王子代官

代官

`元禄7年
一 江州代官・遠州

繩ｯ・2σ0石

曽根五郎左衛門
i吉広）

今川家臣 伊奈 代官

c安2年～延宝3年

相州代官

Q00石

相州代官（孫か）

Q00石

竹村与兵衛＝弥太郎

i嘉有）

大和国広瀬郡

ﾗ井戸家臣

大久保 代官

恷｡元年～延宝6年

一 上州代官（子か）

Q00石

坪（壺）井次右衛門

i良重）

北条家臣 伊奈

?ｴ代官

代官

`延宝4年

相州代官

Q00石

相州代官（孫か）

Q00石

成瀬八左衛門
i某）

徳川家臣 伊奈

?ｴ代官

父五左衛門重治の代官見習

繩ｯ寛文11年～

五左衛門（子）

鰹B代官・200石

五左衛門（子）

鰹B代官・200石

深谷喜右衛門
i吉政）

北条家臣 大久保

ｪ王子代官

代官・下総佐倉

ｰ永11年～寛文11年

一 一

註）高柳光寿他編「新訂寛政重修諸家譜』（1964年，続群書類従完成会），村上直「関東幕領

　における八王子代官」（『日本歴史』第168号，1962年）第3表，神奈川県県民部県史編集

　室編「神奈川県史通史編』第2巻近世1（1981年，財団法人神奈川県弘済会），橋本博編
　『改定増補大武鑑」上巻（1965年，名著刊行会）より作成。

　
な
お
、
多
摩
郡
伊
奈
村
は
検
地
役
人
の
一
人
竹
村
と
八
王
子
代
官
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
5
）

一
人
岡
上
次
郎
兵
衛
な
ど
が
施
行
し
た
と
の
記
事
が
あ
り
、
同
郡
留
浦

村
，
河
内
村
で
は
竹
村
と
支
配
代
官
の
高
室
四
郎
兵
衛
と
が
連
名
で
検

　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
6
）

地
し
た
と
の
記
述
が
あ
る
。
こ
れ
ら
も
こ
こ
で
は
竹
村
の
検
地
と
し
て

あ
つ
か
う
こ
と
に
し
た
Q

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
7
）

　
最
後
に
あ
る
「
武
蔵
田
園
簿
」
（
以
下
「
田
園
簿
」
と
略
記
）
の
欄
は
、

「
武
記
」
か
ら
抽
出
し
た
元
禄
以
降
の
村
に
対
応
す
る
慶
安
期
（
一
六
四

に
関
係
す
る
も
の
に
別
れ
る
。
役
職
は
全
て
二
〇
〇
石
禄
の
代
官
で
あ

っ
た
。
大
久
保
と
の
関
係
の
深
い
雨
宮
・
深
谷
は
八
王
子
一
八
代
官
の

一
員
で
あ
っ
た
が
、
以
下
で
も
明
ら
か
に
す
る
と
お
り
、
基
本
的
に
は

こ
れ
ら
二
名
も
含
め
て
六
名
と
も
に
当
該
地
域
の
支
配
代
官
で
は
な
か

っ
た
。
ま
た
、
八
王
子
代
官
の
集
住
す
る
横
山
宿
で
は
、
寛
文
七
年

（一

Z
六
七
）
か
ら
三
名
い
る
代
官
の
一
人
が
深
谷
で
あ
り
、
同
時
に
寛

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
2
）

文
七
年
検
地
の
検
地
役
人
で
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。
入
間
郡

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
3
）

成
瀬
村
で
は
代
官
成
瀬
が
検
地
す
る
と
あ
り
、
比
企
郡
根
岸
村
で
は
代

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
4
）

官
深
谷
が
検
地
す
る
と
あ
る
。
六
名
の
検
地
役
人
の
う
ち
成
瀬
・
深
谷

が
一
部
の
村
で
は
支
配
代
官
で
も
あ
っ
た
と
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
例

外
と
と
ら
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
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表3　里山方別支配 　
　
　
　
　
（
認
）

八
～
五
二
）
の
村
を
、
「
武
記
」
の
記
述
や
こ
の
地
域
の
市
町
村
史
を
参
考
に
し
て
「
田
園
簿
」
か
ら
抜
き
出
し
、
「
武
記
」
の
村
順
に
あ

わ
せ
て
並
べ
替
え
て
「
武
記
」
の
各
巻
に
対
応
さ
せ
て
原
表
に
書
出
し
た
も
の
を
集
計
し
た
も
の
で
あ
る
。
原
表
で
は
こ
の
間
の
分
村
関

係
も
明
確
に
し
て
あ
る
。
総
村
数
が
慶
安
期
の
四
〇
七
か
ら
元
禄
期
の
四
七
八
へ
と
増
加
し
て
い
る
の
は
、
こ
の
間
に
中
世
以
来
続
い
て

き
た
郷
村
の
分
村
や
、
近
世
前
期
に
開
発
さ
れ
た
新
田
村
落
の
独
立
が
進
行
し
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
な
お
、
慶
安
期
の
村
を
里
方
・

山
方
別
に
「
田
園
簿
」
の
支
配
に
関
す
る
記
述
に
よ
っ
て
分
類
し
た
も
の
が
表
3
で
あ
る
。
山
方
の
村
は
大
部
分
天
領
で
あ
っ
た
こ
と
が

判
明
す
る
で
あ
ろ
う
。

　
さ
て
、
六
名
の
検
地
役
人
が
検
地
し
た
村
と
、
そ
の
村
の
支
配
関
係
を
示
し
た
の
が
表
4
で
あ
る
。
支
配
に
つ
い
て
は
「
田
園
簿
」
の

支
配
関
係
の
記
述
を
利
用
し
た
も
の
な
の
で
、
村
数
は
慶
安
期
の
そ
れ
に
対
応
さ
せ
て
あ
る
。
天
領
の
支
配
代
官
は
八
王
子
一
八
代
官
と

呼
ば
れ
た
者
は
氏
名
を
掲
げ
て
あ
る
。
天
領
の
大
部
分
は
こ
の
者
た
ち
が
支
配
し
て
い
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
の
表
で
は
各
村
の
支
配
は
慶
安
期
の
そ
れ
で
あ
る
か
ら
、
寛
文
検
地
と
は
約
二
〇
年
の
間
隔
が
あ
る
。

榊
　
　
　
　
そ
こ
で
こ
の
間
の
天
領
・
私
領
の
領
域
に
つ
い
て
異
同
を
確
か
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
・
ま
と
ま
・
た
地

囎
　
　
　
　
方
直
し
が
章
杢
○
年
（
＝
ハ
…
一
）
と
、
そ
の
次
が
元
禄
一
〇
年
（
エ
ハ
九
七
）
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
・
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
O

支　配 里　方 山　方 計

天　領

?@組

п@領

123

Q8

U3

168

P0

P5

291

R8

V8

合　計 214 193 407

註）「武蔵田園簿』より作成

二
〇
年
間
の
天
領
・
私
領
の
範
囲
の
変
化
は
ご
く
一
部
と
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
ろ
う
。

　
し
か
し
、
天
領
の
ま
ま
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
代
官
の
支
配
領
域
の
変
遷
が
問
題
と
な
る
。
こ
の
こ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
9
）

に
つ
い
て
は
、
八
王
子
一
八
代
官
は
世
襲
制
で
あ
っ
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
代
替

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
0
）

り
は
あ
っ
て
も
根
本
的
な
変
化
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
が
、
各
代
官
の
支
配
領
域
が
錯
綜
し
て
お
り
、
そ

の
支
配
領
域
に
即
し
た
実
証
的
な
研
究
は
な
い
の
で
、
こ
こ
で
若
干
の
検
討
を
加
え
て
お
き
た
い
。
兼
子

氏
の
支
配
代
官
と
検
地
施
行
者
と
が
異
な
る
と
の
指
摘
は
、
支
配
代
官
に
つ
い
て
も
「
武
記
」
を
中
心
に
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（単位 か村）表4　慶安期の支配と寛文検地役人

寛文検地を確認でき る村 寛文検

支　　配 総村数
雨宮勘

ｺ衛

曽根五郎

ｶ衛門

竹村与

ｺ衛
坪井次

E衛門
成瀬八

ｶ衛門
深谷喜

E衛門
その他 不明 計

地不明

ﾌ村

今井八郎左衛門 49 15 4 2 io 14 45 4

岡上甚右衛門 18 3 3 5 2 2 15 3

天 設楽権兵衛 18 6 3 3 1 13 5

高室喜三郎 135 6 19 21 30 13 30 1 3 123 12

近Ll」与左衛門 2 1 1 1

福村長右衛門 26 1 6 10 2 3 22 4

諸星庄兵衛 27 6 2 6 6 4 1 25 2

領 相　　代　　官 4 1 1 1 3 1

そ　　の　　他 12 1 1 11

小　　　計 291 32 38 38 42 23 48 23 4 248 43

今井八郎左衛門 4 4

岡上甚右衛門 1 1 1

入
設楽権兵衛 12 1 1 1 2 5 7

高室喜三郎 8 8

近山与左衛門 1 1

相　　代　　官 10 1 1 2 1 5 5

組
そ　　の　　他 2 2

小　　計 38 2 3 3 3 11 27

私　　　　領 78 1 1 12 4 18 60

合　　　　計 407 35 41 38 42 23 52 38 8 277 130

註）「武蔵田園簿』，『新編武蔵風土記稿』より作成。

把
握
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
「
武
記
」

の
支
配
代
官
に
関
す
る
記
述
は
限
定
さ
れ
た
も

の
で
あ
る
た
め
、
「
武
州
山
之
根
筋
」
に
つ
い

て
全
域
的
に
明
ら
か
に
す
る
に
は
以
下
の
よ
う

な
検
討
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
各
市
町
村
史
と

「
武
記
」
と
を
主
な
史
料
と
す
る
。
な
お
、

「
武
記
」
の
記
述
の
制
約
上
、
「
武
記
」
よ
り
示

す
も
の
は
、
支
配
に
つ
い
て
総
括
的
な
記
述
の

あ
る
市
町
村
史
の
刊
行
さ
れ
て
い
な
い
地
域
に

関
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
慶
安
期
に
こ
の
地
域
の
天
領
二
九
一
か
村
の

う
ち
四
六
％
に
あ
た
る
＝
二
五
か
村
を
支
配
し

て
い
た
の
は
高
室
喜
三
郎
（
昌
成
）
で
あ
る
。

『
定
本
市
史
青
梅
』
の
巻
末
に
集
録
さ
れ
る

　
　
　
　
　
　
（
旧
）

「
付
表
一
代
官
支
配
表
」
に
よ
れ
ば
、
現
東
京

都
青
梅
市
域
の
青
梅
村
、
乗
願
寺
村
、
西
分
村
、

日
向
和
田
村
、
河
辺
村
、
千
ケ
瀬
村
、
駒
木
野

村
、
上
長
淵
村
、
下
長
淵
村
、
友
田
村
、
野
上

14
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村
、
大
門
村
、
塩
船
村
、
新
町
村
、
木
野
下
村
、
今
寺
村
、
畑
中
村
、
日
影
和
田
村
、
下
村
、
柚
木
村
、
御
岳
村
、
沢
井
村
上
分
・
下
分
、

二
俣
尾
村
、
黒
沢
村
、
富
岡
村
、
上
成
木
村
上
分
・
下
分
、
下
成
木
村
上
分
・
下
分
、
北
小
曽
木
村
で
は
、
一
部
例
外
は
あ
る
が
、
天
正

「
八
年
か
ら
慶
長
一
八
年
ま
で
（
一
五
九
〇
～
＝
ハ
＝
二
）
の
大
久
保
長
安
支
配
の
後
を
う
け
て
、
そ
の
後
元
和
期
か
ら
天
和
期
ま
で
（
一

六
一
五
～
八
四
）
の
約
七
〇
年
間
、
高
室
四
郎
左
衛
門
昌
重
、
高
室
喜
三
郎
昌
成
、
高
室
四
郎
左
衛
門
昌
久
、
高
室
四
郎
左
衛
門
昌
貞
の

高
室
家
四
代
が
代
官
を
世
襲
し
、
貞
享
期
（
一
六
八
四
～
八
八
）
に
な
っ
て
高
室
家
の
支
配
を
は
な
れ
て
大
久
保
平
兵
衛
忠
貞
支
配
に
な
っ

た
。
こ
れ
ら
以
外
は
御
岳
神
社
領
の
御
岳
山
を
除
く
と
、
支
配
の
変
遷
が
不
詳
の
村
が
八
か
村
あ
る
。
大
部
分
は
隣
接
す
る
村
々
に
準
ず

る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
現
青
梅
市
域
の
村
々
は
ほ
ぼ
全
域
に
わ
た
っ
て
元
和
～
天
和
期
の
七
〇
年
間
、
高
室
家
の
支
配
下

に
あ
っ
た
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
青
梅
の
上
流
域
に
位
置
す
る
奥
多
摩
町
の
『
町
誌
」
は
、
現
西
多
摩
郡
奥
多
摩
町
域

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
2
）

の
支
配
代
官
の
一
覧
表
を
掲
げ
、
元
和
九
年
（
一
六
二
三
）
以
降
天
和
二
年
（
一
六
八
二
）
ま
で
こ
れ
ま
た
高
室
喜
三
郎
昌
成
・
四
郎
左
衛
門

昌
久
・
四
郎
兵
衛
昌
貞
の
高
室
家
三
代
が
六
〇
年
間
に
わ
た
り
世
襲
し
て
い
た
と
し
て
い
る
。
ま
た
、
高
麗
郡
梅
原
・
栗
坪
村
村
境
に
お

か
れ
た
高
麗
陣
屋
の
代
官
に
は
、
寛
永
一
九
年
よ
り
天
和
三
年
ま
で
（
一
六
四
二
～
八
三
）
の
四
〇
年
間
、
高
室
喜
三
郎
以
下
同
家
三
代
が

　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
3
）

就
任
し
た
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
ほ
か
高
室
家
の
支
配
は
、
現
八
王
子
市
域
の
上
一
分
方
村
・
下
一
分
方
村
・
二
分
方
村
・
大
楽
寺
村
・

　
　
（
4
4
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
5
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
6
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
7
）

横
川
村
、
現
埼
玉
県
旦
局
市
の
高
麗
郡
高
麗
本
郷
、
現
比
企
郡
都
幾
川
村
の
秩
父
郡
大
野
村
、
現
同
郡
玉
川
村
の
玉
川
郷
の
一
部
な
ど
で

も
確
認
で
き
る
。
多
摩
川
上
流
域
の
三
田
領
を
核
と
し
た
高
室
家
の
元
和
－
天
和
期
の
世
襲
支
配
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

　
福
村
長
右
衛
門
家
に
つ
い
て
、
『
五
日
市
町
史
』
は
現
東
京
都
西
多
摩
郡
の
「
五
日
市
町
を
構
成
す
る
一
六
か
村
が
、
す
べ
て
共
通
の

代
官
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
、
資
料
不
足
で
確
認
で
き
な
い
が
、
『
新
編
武
蔵
風
土
記
稿
』
と
照
合
し
て
み
て
も
、
一
時
私
領
で
あ
っ
た

村
々
は
別
と
し
て
も
、
概
ね
同
一
代
官
で
あ
っ
た
と
推
定
さ
れ
る
」
と
解
説
し
、
江
戸
時
代
の
初
期
に
は
町
域
土
ハ
通
の
代
官
は
福
村
長
右

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
8
）

衛
門
家
と
し
て
、
代
官
の
変
遷
の
明
確
な
小
和
田
村
・
高
尾
村
の
年
貢
史
料
か
ら
歴
代
代
官
の
一
覧
表
を
掲
げ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
、
福
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村
長
右
衛
門
三
代
（
勝
正
・
政
道
・
某
）
が
寛
永
一
二
年
か
ら
延
宝
四
年
ま
で
（
一
六
三
五
～
七
六
）
の
四
二
年
間
代
官
を
務
め
て
い
た
と
さ

れ
て
い
る
。
ま
た
、
五
日
市
町
の
上
流
域
に
位
置
す
る
檜
原
村
の
『
村
史
』
は
、
「
在
職
中
に
主
な
事
項
と
共
に
『
風
土
記
』
と
『
五
日

市
町
史
』
を
参
照
し
て
一
覧
表
に
し
て
み
た
」
と
し
て
、
歴
代
代
官
を
書
き
上
げ
た
表
を
示
し
、
五
日
市
町
域
と
同
じ
く
、
寛
永
一
二
年

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
9
V

か
ら
延
宝
四
年
ま
で
福
村
家
三
代
が
代
官
を
務
め
た
と
し
て
い
る
。
福
村
家
は
寛
永
後
期
－
延
宝
期
に
秋
川
流
域
を
中
心
に
世
襲
支
配
し

て
い
た
の
で
あ
る
。

　
そ
の
ほ
か
、
岡
上
家
に
つ
い
て
は
、
多
摩
郡
新
横
山
村
（
現
八
王
子
市
）
は
「
田
園
簿
」
で
は
岡
上
甚
右
衛
門
が
支
配
し
て
い
た
が
、
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
0
）

こ
か
ら
分
村
し
た
御
所
水
村
で
は
寛
文
期
に
は
同
次
郎
兵
衛
と
記
さ
れ
、
同
じ
く
散
田
村
は
、
「
正
保
年
中
よ
り
慶
安
の
頃
ま
で
は
、
御

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
1
）

代
官
岡
上
甚
右
衛
門
支
配
し
、
夫
よ
り
寛
文
年
中
に
は
岡
上
次
郎
兵
衛
支
配
せ
し
と
な
り
」
と
し
て
い
る
。
ま
た
設
楽
家
に
つ
い
て
は
、

同
郡
羽
村
（
現
羽
村
市
）
に
お
い
て
「
寛
永
九
年
よ
り
御
代
官
設
楽
勘
兵
衛
、
同
十
三
年
ま
で
同
長
兵
衛
、
正
保
二
年
よ
り
同
勘
兵
衛
、
寛

　
　
　
　
　
　
　
（
5
2
＞

文
七
年
よ
り
同
孫
兵
衛
」
と
あ
る
。
岡
上
・
設
楽
家
に
つ
い
て
も
そ
の
世
襲
制
を
確
認
で
き
る
。

　
さ
ら
に
、
今
井
家
に
つ
い
て
は
、
多
摩
郡
野
津
田
村
（
現
町
田
市
）
に
お
い
て
、
今
井
九
右
衛
門
昌
安
と
そ
の
子
正
昌
が
寛
永
二
年
か
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
3
V

万
治
元
年
ま
で
（
一
六
二
五
～
五
八
）
支
配
し
、
以
後
天
和
二
年
ま
で
中
川
八
郎
左
衛
門
が
支
配
し
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
、
秩
父
郡
上
名
栗

村
で
も
、
「
田
園
簿
」
で
の
今
井
八
郎
左
衛
門
の
支
配
か
ら
、
万
治
期
以
降
天
和
二
年
（
一
六
八
二
）
に
設
楽
孫
兵
衛
の
支
配
に
移
る
ま

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
4
）

で
の
二
四
年
間
、
中
川
の
支
配
と
な
っ
て
い
る
。
こ
こ
に
登
場
す
る
中
川
八
郎
左
衛
門
は
今
井
八
郎
左
衛
門
（
九
右
衛
門
正
昌
）
の
長
男
で
、

中
川
家
に
養
子
に
入
っ
た
。
万
治
元
年
に
実
父
が
死
亡
し
、
そ
の
跡
を
継
ぐ
べ
き
五
郎
八
兼
直
（
中
川
の
実
弟
）
が
幼
小
で
あ
る
こ
と
か
ら
、

実
父
が
支
配
し
て
い
た
武
州
山
之
根
筋
の
天
領
を
預
け
ら
れ
、
兼
直
が
長
じ
た
延
宝
二
年
（
一
六
七
四
）
に
は
、
そ
の
う
ち
一
万
石
を
分
か

　
　
　
　
（
5
5
）

ち
与
え
て
い
る
。
今
井
家
に
つ
い
て
も
、
中
川
家
を
含
め
て
世
襲
支
配
と
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

　
こ
れ
ら
に
対
し
て
、
秩
父
郡
上
我
野
村
（
現
飯
能
市
吾
野
地
区
）
が
分
村
し
て
で
き
た
南
川
村
の
よ
う
に
、
高
室
喜
三
郎
か
ら
慶
安
四
年
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（一

Z
五
一
）
に
伊
奈
半
十
郎
、
万
治
三
年
（
「
六
六
〇
）
よ
り
伊
奈
半
左
衛
門
支
配
を
は
さ
み
、
検
地
の
あ
っ
た
寛
文
八
年
か
ら
は
高
室
四

郎
左
衛
門
と
、
高
室
家
と
伊
奈
家
と
が
交
錯
す
・
場
A
・
も
み
う
け
ら
舞
ま
た
嬰
期
に
今
井
家
の
支
配
し
て
い
た
多
摩
郡
乞
甲
上

小
山
田
．
下
小
山
田
．
松
木
．
大
沢
．
上
柚
木
・
下
柚
木
・
中
山
・
堀
ノ
内
・
越
野
・
中
野
・
大
塚
・
落
合
の
各
村
（
現
町
田
・
多
摩
・

八
王
子
市
境
）
は
、
寛
文
期
に
は
土
屋
但
馬
守
数
直
の
私
領
と
な
・
て
菱
・
嬰
期
か
ら
寛
文
期
に
か
け
て
天
禦
ら
私
領
へ
の
ま
と

ま
っ
た
移
行
の
極
め
て
稀
な
例
で
あ
る
。
例
外
的
で
は
あ
る
が
、
支
配
代
官
の
世
襲
制
が
断
ち
切
ら
れ
て
い
る
村
や
、
天
領
か
ら
私
領
へ

支
配
が
移
っ
た
村
も
確
認
で
き
る
の
で
あ
る
。

　
以
上
よ
り
、
一
部
例
外
は
見
ら
れ
る
も
の
の
、
武
州
山
之
根
筋
の
天
領
は
、
大
久
保
長
安
の
亡
き
あ
と
、
八
王
子
一
八
代
官
の
う
ち
、

近
山
家
は
二
か
村
な
の
で
こ
れ
を
除
き
、
高
室
家
を
筆
頭
と
し
た
六
家
の
世
襲
代
官
に
よ
っ
て
延
宝
・
天
和
期
（
一
六
七
三
～
八
四
）
ま
で

主
に
支
配
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
り
、
こ
の
地
域
の
幕
領
の
総
検
地
で
あ
る
寛
文
検
地
は
原
則
と
し
て
そ
れ
ら
の
代
官
と
は
別
の
代
官

が
実
施
し
た
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
た
が
っ
て
、
表
4
は
慶
安
期
の
支
配
代
官
と
寛
文
期
の
検
地
役
人
と
を
記
し
た
も
の
で
は
あ
る

が
、
支
配
代
官
は
基
本
的
に
は
世
襲
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
意
味
を
持
つ
も
の
と
な
る
の
で
あ
る
。

　
山
之
根
筋
の
場
合
は
、
寛
文
検
地
の
施
行
さ
れ
た
村
々
は
天
領
と
い
う
点
に
お
い
て
共
通
し
て
い
る
が
、
そ
れ
を
直
接
支
配
す
る
八
王

子
代
官
と
呼
ば
れ
る
代
官
た
ち
は
、
既
に
見
た
よ
う
に
近
世
初
頭
以
来
の
世
襲
代
官
で
あ
り
、
個
々
の
代
官
と
支
配
地
域
と
の
結
び
つ
き

は
強
固
な
も
の
が
あ
っ
た
と
推
定
さ
れ
る
。
幕
政
の
方
向
は
代
官
の
官
僚
化
・
江
戸
在
住
を
指
向
し
て
い
た
こ
と
を
は
じ
め
に
確
認
し
て

お
い
た
が
、
寛
文
期
に
は
未
だ
に
世
襲
職
と
し
て
の
側
面
が
強
く
残
存
し
て
い
た
。
そ
の
地
域
に
お
い
て
慶
長
期
以
来
の
総
検
地
を
施
行

す
る
に
あ
た
り
、
幕
府
は
在
地
性
の
高
い
世
襲
代
官
支
配
を
越
え
て
、
そ
の
恣
意
に
と
ら
わ
れ
る
こ
と
の
な
い
客
観
的
な
検
地
を
実
施
し

よ
う
と
し
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
支
配
代
官
と
検
地
役
人
と
が
異
な
る
点
に
こ
れ
を
見
出
せ
る
。

　
こ
の
武
州
山
之
根
筋
の
寛
文
検
地
以
降
、
支
配
代
官
と
は
異
な
る
代
官
あ
る
い
は
大
名
が
検
地
を
施
行
す
る
例
は
、
武
蔵
国
埼
玉
県
域



（単位：か村）表5　検地役人の検地地域

検地役人 多摩 入間 高麗 比企 男裏 秩父 合　計

雨宮勘兵衛 24 4 12 1 41

曽根五郎左衛門 36 7 3 46

竹村与兵衛 35 5 4 44

坪井次右衛門 13 4 24 9 50

成瀬八左衛Flr 6 12 12 30

深谷喜右衛門 11 7 28 8 1 55

合　　　　計 125 27 64 29 4 17 266

註）『新編武蔵風土記稿』より作成。

に
つ
い
て
は
兼
子
氏
に
よ
っ
て
、
寛
文
一
二
年
・
延
宝
六
年
（
一
六
七
二
、
七
八
）
の
横
見
郡
、
元

禄
三
年
（
一
六
九
〇
）
の
足
立
郡
、
元
禄
八
・
一
〇
年
（
一
六
九
五
、
九
七
）
の
葛
飾
．
足
立
．
埼
玉

郡
に
指
摘
さ
れ
て
馳
・
ま
た
・
延
宝
五
年
（
＝
ハ
七
七
）
の
検
地
条
目
制
定
以
降
に
施
行
さ
れ
た

畿
内
を
中
心
と
す
る
延
宝
検
地
や
、
さ
ら
に
そ
れ
以
降
元
禄
期
（
一
六
八
八
～
一
七
〇
四
）
に
か
け

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
5
9
）

て
の
大
規
模
な
幕
領
検
地
で
は
、
近
隣
諸
藩
に
対
す
る
大
名
課
役
に
よ
る
方
法
が
一
般
化
し
た
。

武
州
山
之
根
筋
の
寛
文
検
地
は
、
こ
れ
以
降
の
幕
領
に
お
け
る
大
規
模
検
地
で
常
套
化
し
た
支
配

代
官
と
は
異
な
る
代
官
や
大
名
を
検
地
役
人
・
検
地
奉
行
と
す
る
方
法
の
嗜
矢
と
な
っ
た
の
で
あ

る
。　

支
配
代
官
と
検
地
役
人
と
の
錯
綜
し
た
関
係
は
明
ら
か
に
な
っ
た
が
、
各
検
地
役
人
の
検
地
施

行
地
域
は
ど
の
よ
う
な
範
囲
に
あ
る
だ
ろ
う
か
。
こ
の
解
明
の
た
め
に
作
成
し
た
も
の
が
表
5
で
、

「
武
記
」
の
記
述
か
ら
各
検
地
役
人
の
検
地
し
た
村
を
郡
別
に
集
計
し
た
も
の
で
あ
る
。
多
少
の

偏
り
は
あ
る
も
の
の
、
各
検
地
役
人
が
郡
域
に
と
ら
わ
れ
る
こ
と
な
く
武
州
山
之
根
筋
全
域
に
わ

た
っ
て
検
地
を
実
施
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
検
地
役
人
が
多
様
な
地
域
を
担
当
す
る
こ
と
で
、

検
地
の
客
観
性
は
よ
り
高
い
も
の
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

　
さ
て
、
こ
う
し
た
方
法
に
よ
り
客
観
的
な
検
地
が
実
施
さ
れ
た
と
推
定
さ
れ
る
が
、
個
々
の
村

高
を
比
較
し
て
み
る
と
、
同
じ
様
な
自
然
条
件
の
村
で
あ
り
な
が
ら
寛
文
検
地
に
よ
っ
て
村
高
が

大
き
く
打
出
さ
れ
た
村
、
ほ
と
ん
ど
変
化
の
な
い
村
、
逆
に
減
少
さ
え
み
ら
れ
る
村
も
あ
る
。
客

観
的
な
検
地
と
は
い
え
な
い
様
な
状
況
が
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
次
に
六
名
の
検
地
役

18



人
別
に
打
出
率
の
特
徴
を
検
討
し
て
み
た
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
　

　
そ
の
た
め
、
武
州
山
之
根
筋
全
村
の
寛
文
検
地
前
後
の
村
高
を
把
握
で
き
る
「
田
園
簿
」
と
「
元
禄
郷
幌
」
を
利
用
し
て
比
較
し
た
。

表
1
の
原
表
を
、
「
田
園
簿
」
の
村
を
も
と
に
支
配
・
里
山
方
別
に
整
理
し
て
改
め
て
作
表
し
た
も
の
が
表
3
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
村

の
中
か
ら
、
慶
安
期
に
は
天
領
で
、
「
武
記
」
で
は
六
名
に
よ
る
寛
文
検
地
が
確
認
さ
れ
て
そ
の
後
元
禄
期
ま
で
検
地
に
関
す
る
記
述
の

な
い
村
の
み
を
抽
出
し
た
。
⊃
兀
禄
郷
帳
」
の
村
高
を
寛
文
検
地
の
結
果
と
し
て
把
握
で
き
る
も
の
だ
け
を
選
び
出
す
た
め
で
あ
る
。
抽

出
さ
れ
た
村
数
は
天
領
二
九
↓
か
村
の
う
ち
二
二
一
か
村
（
七
六
％
）
で
、
内
訳
は
里
方
一
二
三
か
村
の
う
ち
八
七
か
村
（
七
一
％
）
、
山
方

％
㎜

口里有
口山方

口O

80

60

93

40

20

56

43
5
1 45 49 5

1
49

28

65

25

58

34

1
4

口
雨 深 成 曽 竹 坪 平

均

坪
井
次
右
衛
門

竹
村
与
兵
衛

曽
根
五
郎
左
衛
門

成
瀬
八
右
衛
門

深
谷
喜
右
衛
門

雨
宮
勘
兵
衛

　　　　図1寛文検地役人の打出率
註）『新編武蔵風ヒ記稿』，　賦蔵田園簿』，「元禄郷帳」

　（関東近世史研究会校訂丁関東甲豆郷帳』『日本史料

　選書』第27巻，1988年，近藤出版社）より作成。

一
六
八
か
村
の
う
ち
＝
二
四
か
村
（
八
〇
％
）
で
あ
っ
た
。
こ
こ
か

ら
、
慶
安
期
と
元
禄
期
と
の
村
高
を
検
地
役
人
別
に
集
計
し
て
打

出
率
を
計
算
し
た
も
の
が
図
1
で
あ
る
。

　
こ
こ
か
ら
は
検
地
役
人
の
打
出
に
関
す
る
個
性
を
明
瞭
に
読
み

と
る
こ
と
が
で
き
る
。
打
出
率
が
、
里
方
に
大
き
く
山
方
に
小
さ

い
雨
宮
・
坪
井
、
里
方
に
も
山
方
に
も
平
均
以
下
の
竹
村
、
里
方

に
は
平
均
な
い
し
そ
れ
以
下
で
山
方
に
大
き
い
深
谷
・
成
瀬
・
曽

根
と
い
う
傾
向
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
個
々
の
村
の
検
地
を
検

討
す
る
際
に
は
、
特
に
打
出
に
つ
い
て
問
題
に
す
る
場
合
は
、
検

地
役
人
の
こ
の
個
性
を
前
提
と
し
た
上
で
考
察
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
で
あ
ろ
う
。
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20

三
　
寛
文
検
地
の
土
地
把
握

　
武
州
山
之
根
筋
は
基
本
的
に
は
畑
作
村
落
で
あ
り
、
加
え
て
村
域
の
大
き
な
部
分
を
「
山
」
が
占
め
る
こ
と
に
特
徴
が
あ
る
。
表
1
で

も
見
た
よ
う
に
山
之
根
筋
と
は
い
っ
て
も
、
里
方
は
東
端
が
関
東
平
野
と
重
り
、
そ
の
寛
文
検
地
は
低
地
で
の
水
田
開
発
や
台
地
上
の
畑

作
新
田
の
開
発
を
重
視
し
て
論
じ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
山
方
の
場
合
は
そ
れ
を
特
徴
づ
け
る
「
山
」

の
開
発
が
問
題
と
な
る
。
開
発
の
質
が
大
き
く
異
な
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
武
州
山
之
根
筋
を
特
徴
づ
け
る
寛
文
検
地
を
具
体
的

に
考
察
す
る
た
め
に
は
、
「
山
」
の
開
発
の
結
果
を
検
地
の
対
象
と
し
た
と
思
わ
れ
る
山
方
の
検
地
を
分
析
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
ろ
う
。

ま
し
て
、
こ
こ
で
問
題
と
す
る
寛
文
検
地
は
天
領
の
そ
れ
で
あ
り
、
山
方
の
村
の
九
割
近
く
が
天
領
の
村
な
の
で
あ
る
。

　
本
節
で
は
、
武
州
山
之
根
筋
の
村
々
の
う
ち
山
方
の
村
々
を
中
心
に
、
寛
文
検
地
の
土
地
把
握
の
実
態
を
慶
長
検
地
と
比
較
し
つ
つ
明

ら
か
に
し
た
い
。
慶
長
検
地
帳
と
寛
文
検
地
帳
と
が
完
全
な
形
で
保
存
さ
れ
て
い
る
山
方
の
村
は
少
な
く
、
こ
こ
で
は
そ
の
う
ち
の
一
つ

高
麗
郡
下
我
野
郷
を
中
心
に
考
察
を
進
め
る
。

　
下
我
野
郷
は
荒
川
支
流
の
高
麗
川
上
流
域
に
あ
り
、
現
在
の
飯
能
市
東
吾
野
地
区
に
ほ
ぼ
相
当
す
る
山
方
の
村
で
あ
る
。
中
世
以
来
の

郷
村
で
、
寛
文
検
地
を
機
に
平
戸
・
虎
秀
・
井
上
（
後
に
上
・
下
に
分
離
）
・
長
沢
の
四
か
村
を
分
立
す
る
が
、
寛
文
検
地
は
ま
だ
分
郷
以

前
の
下
我
野
郷
全
域
の
も
の
で
あ
る
。
慶
長
検
地
が
下
我
野
郷
を
対
象
と
し
て
施
行
さ
れ
て
い
る
た
め
、
比
較
す
る
上
で
は
好
都
合
で
あ

る
。

慶
長
検
地
帳
は
井
上
家
丸
割
夫
野
家
藁
に
残
さ
れ
て
い
る
・
両
者
と
も
後
世
の
写
で
あ
り
、
そ
の
時
期
は
肇
で
き
な
い
。
比
較

し
て
み
た
と
こ
ろ
同
一
内
容
の
も
の
で
、
史
料
と
し
て
検
討
す
る
こ
と
の
意
義
が
高
い
こ
と
を
確
認
で
き
る
。
特
に
井
上
家
の
そ
れ
は
保



存
状
況
が
極
め
て
よ
く
、
以
下
で
は
こ
れ
を
利
用
す
る
こ
と
に
す
る
。
田
畑
に
関
す
る
「
武
州
高
麗
之
郡
下
吾
野
郷
御
地
詰
帳
」
と
、
屋

敷
に
関
す
る
「
武
州
高
麗
之
郡
下
吾
野
郷
御
地
詰
屋
鋪
帳
」
か
ら
な
る
。

　
ま
た
、
寛
文
の
検
地
帳
「
武
州
入
間
郡
下
我
野
村
御
縄
打
水
帳
」
全
一
二
冊
は
、
享
保
二
年
（
一
七
一
七
）
の
写
が
旧
東
吾
野
村
役
場
文

（
6
3
）

書
の
中
に
あ
る
。
こ
れ
に
は
巻
末
に
以
下
の
よ
う
な
写
し
た
経
緯
が
記
さ
れ
、
代
官
の
押
印
が
あ
る
。

　
　
下
我
野
之
内
長
沢
．
虎
秀
．
上
井
上
・
下
井
上
・
平
戸
五
ケ
村
水
帳
拾
弐
冊
、
村
別
不
相
分
候
二
付
、
五
ケ
村
年
番
二
致
所
持
来
候

　
　
処
、
平
戸
名
主
儀
左
衛
門
預
り
来
候
由
、
相
滞
候
旨
四
ケ
村
訴
之
乞
詮
議
之
処
、
双
方
共
二
証
拠
無
之
、
年
番
井
定
預
り
之
儀
不
分

　
　
明
二
付
、
本
水
帳
取
上
ケ
致
写
奥
書
加
、
五
ケ
村
江
相
渡
置
者
成

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
当
初
分
村
し
た
五
か
村
分
が
作
成
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
全
＝
一
冊
が
今
日
に
伝
わ
る

表6下吾野郷の慶長検地

地　種 筆　　　数 年　貢　高

　　田

@　畠

r　畑

ｮ　敷

　　　筆　　　％
@　38　　（2）

P，347　（88）

@　　4　　（0）

@143　　（9）

貫　文　　　％
@4，317　　（3）

P22，757　（89）

P0，573　　（8）

合　計 1，532　（100） 137，647　（100）

註）慶長2年「武州高麗之郡下吾野郷御地詰屋

　鋪帳」・「武州高麗之郡下吾野郷御地詰帳」

　（飯能市大字井上井上峰次家文書）より作成。

の
は
上
井
上
．
下
井
上
．
虎
秀
の
三
か
村
分
で
、
平
戸
村
の
も
の
は
七
冊
が
あ
る
の
み
、
長
沢
村

の
も
の
は
確
認
さ
れ
て
い
な
い
。
ま
た
、
先
述
の
大
野
家
文
書
に
も
写
が
全
一
二
冊
分
保
存
さ
れ

て
い
る
。
こ
こ
で
は
旧
東
吾
野
村
役
場
文
書
の
三
か
村
分
を
利
用
す
る
こ
と
に
す
る
。

　
下
我
野
郷
の
慶
長
検
地
は
、
慶
長
二
年
（
一
五
九
七
）
一
一
月
＝
二
日
付
け
で
大
久
保
長
安
輩
下

の
窪
田
忠
兵
衛
．
加
藤
彦
右
衛
門
・
高
野
弥
五
右
衛
門
・
功
力
五
平
次
・
井
口
喜
右
衛
門
・
田
辺

十
郎
右
衛
門
を
検
地
役
人
に
施
行
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
筆
数
・
永
高
の
合
計
は
表
6
の
と
お
り

で
あ
る
。
永
＝
二
七
貫
余
は
石
高
に
計
算
す
る
と
六
八
八
・
二
三
五
石
、
「
田
園
簿
」
で
は
六
九

八
．
二
二
石
と
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
こ
の
検
地
以
後
寛
文
検
地
ま
で
、
「
開
高
」
・
「
改
出
」
な

ど
、
公
的
な
高
の
追
加
は
知
ら
れ
て
い
な
い
。

　
田
畑
の
検
地
帳
は
以
下
の
様
な
記
載
形
式
を
持
つ
。
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畠
立
道
二
百
七
拾
六
文
此
轟
難
文
め
縫
之
介
分
主
作

　
　
大
わ
り
ま
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
同
　
　
分

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
新
　
七
　
郎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
此
内
十
五
匁
わ
た

　
畠
　
　
三
百
八
拾
文

そ
の
巻
末
に
は
田
畑
に
つ
い
て
合
計
し
た
以
下
の
記
述
が
あ
る
。

　
一
百
拾
八
貫
五
百
九
文
　
　
　
　
　
　
　
　
本
辻

　
一
八
貫
五
百
六
拾
五
文
　
　
　
　
　
　
　
　
出
分

　
　
　
　
合
百
弐
拾
七
貫
七
拾
四
文

　
　
　
　
　
此
内

　
　
　
一
八
貫
四
百
六
文
目
　
　
　
　
　
　
　
　
綿

　
　
　
一
七
把
六
丸
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
中
漆

　
　
　
一
拾
六
把
六
丸
　
　
　
　
　
　
　
　
　
下
漆

　
　
　
一
千
八
百
四
拾
六
把
　
　
　
　
　
　
　
梶

　
　
　
　
　
已
上

ま
た
、
「
屋
鋪
帳
」
の
巻
末
に
あ
る
合
計
は
、
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

　
　
九
貫
四
百
八
拾
五
文
　
　
　
　
　
　
　
　
本
辻

　
　
　
　
　
　
　
三
百
三
拾
七
文
こ
ま
領
♂
入

　
　
　
　
　
此
内
弐
百
五
拾
文
上
我
野
ズ

　
一
壱
貫
八
拾
八
文
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
出
分
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武州山之根筋における寛文検地の基礎的研究

　
　
　
　
合
拾
貫
五
百
七
拾
参
文

　
　
　
　
　
已
上

　
一
筆
ご
と
に
、
字
名
（
屋
鋪
は
除
く
）
、
田
・
白
甲
屋
鋪
の
地
目
、
そ
の
永
高
、
綿
・
漆
・
梶
（
楮
）
に
よ
る
現
物
納
分
、
名
請
人
、
そ
し

て
主
作
あ
る
い
は
分
付
百
姓
名
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。
高
は
一
段
記
載
で
あ
る
。

　
名
請
地
の
中
に
は
「
当
開
」
と
の
記
述
の
あ
る
筆
が
一
五
筆
あ
る
。
こ
の
検
地
に
よ
っ
て
新
た
に
把
握
さ
れ
た
筆
と
の
意
味
で
あ
ろ
う
。

こ
の
こ
と
か
ら
逆
に
、
そ
れ
以
外
の
名
請
地
は
慶
長
二
年
検
地
以
前
に
な
ん
ら
か
の
土
地
把
握
が
あ
っ
て
、
そ
の
と
き
把
握
さ
れ
た
筆
で

あ
る
こ
と
が
推
定
さ
れ
る
。
ま
た
、
こ
の
検
地
帳
巻
末
の
集
計
の
箇
所
で
は
「
本
辻
」
の
ほ
か
に
「
出
分
」
が
書
き
上
げ
ら
れ
て
い
る
。

「
本
辻
」
は
慶
長
二
年
以
前
の
土
地
把
握
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
た
各
名
請
地
の
高
の
合
計
と
推
定
さ
れ
、
「
出
分
」
は
そ
れ
を
前
提
に
、
こ

の
検
地
に
よ
っ
て
打
出
さ
れ
た
高
で
あ
ろ
う
。
「
当
開
」
分
の
合
計
は
一
八
四
文
で
、
「
出
分
」
の
一
部
を
な
す
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

各
名
請
地
で
は
従
来
か
ら
の
高
と
打
出
分
と
を
別
書
き
し
て
い
な
い
が
、
そ
れ
ら
の
和
が
記
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
各
名
請
地
の
高
の

合
計
、
ま
た
同
じ
く
集
計
に
お
け
る
「
本
辻
」
と
「
出
分
」
と
を
合
せ
た
結
果
が
、
こ
の
検
地
に
よ
っ
て
確
定
さ
れ
た
村
高
に
な
っ
て
い
る
。

　
慶
長
期
の
永
高
制
に
よ
る
検
地
帳
の
中
で
、
下
我
野
郷
と
同
様
に
名
請
地
の
高
は
一
段
記
載
で
あ
る
が
、
合
計
の
箇
所
で
は
「
本
辻
」

の
ほ
か
に
「
出
分
」
あ
る
い
は
「
改
出
」
を
別
書
し
て
い
る
例
が
い
く
つ
か
確
認
で
き
る
。
下
我
野
郷
の
周
辺
で
は
慶
長
二
年
「
武
州
秩

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
4
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
5
）

父
郡
上
吾
野
郷
中
沢
村
御
地
詰
帳
」
、
慶
長
三
年
「
武
州
高
麗
郡
鍛
冶
領
小
岩
井
村
之
御
地
詰
帳
」
、
同
年
「
武
州
高
麗
郡
加
治
領
長
田
村

　
　
　
　
（
6
6
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
7
）

戌
御
縄
打
水
帳
」
、
表
紙
の
記
述
が
不
明
確
で
あ
る
が
、
同
年
の
同
郡
大
河
原
村
の
検
地
帳
が
そ
れ
で
あ
り
、
ほ
か
に
も
入
間
郡
滝
野

（
弼
）
　
　
　
　
　
　
　
〔
6
9
）
　
　
　
　
　
　
　
（
η
）

入
村
、
多
摩
郡
境
村
、
同
郡
檜
原
村
な
ど
に
知
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
も
下
我
野
郷
と
同
様
に
慶
長
検
地
以
前
の
土
地
把
握
を
前
提
と
し

て
、
そ
の
高
に
打
出
分
を
足
し
た
も
の
が
各
名
請
地
の
高
と
し
て
一
段
に
記
載
さ
れ
、
慶
長
検
地
で
確
定
さ
れ
た
村
高
は
、
「
本
辻
」
に
打

出
分
の
合
計
で
あ
る
「
出
分
」
や
「
改
出
」
を
付
け
加
え
た
も
の
と
な
っ
て
る
。
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表7　字「おおかみ」全筆の永高と名請人
付
分
作
主

作
郎
作
作
作
作
作
作
作
郎
郎
　
次
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
次
主
孫
主
主
主
主
主
主
主
新
助

人
請
名

郎
郎
記
郎
助
助
助
助
助
助
助
七
七
　
　
七
炊
炊
炊
炊
炊
炊
炊
善
善
外
善
大
大
大
大
大
大
大

高
永

26

e
6
1
鵬
2
妬
乃
岨
％
6
7
㎜

付
分
作
主

作
作
作
作
光
作
郎
作
作
郎
作
作
　
　
　
　
　
　
三
　
　
　
次
主
主
主
主
東
主
与
主
主
助
主
主

人
請
名

匡
匡
匡
匡
匡
区
区
β
匡
区
区
己
良
浪
良
良
良
哀
浪
良
良
良
良
言
七
七
七
七
七
七
七
七
七
七
七
与
与
与
与
与
与
与
与
与
与
善
外

高
永

8
8
0
8
7
6
4
0
9
　
2
9
7
1
2
1
3
1
4
1
0
1
7
1
2
1
2
1
4
7
1
0
3
0
2
9

註）地目は全て畠。

　　慶長2年「武州高麗之郡下吾野郷御地詰帳」（表6
　に同じ）より作成。

下
で
あ
る
。
表
7
は
比
較
的
多
く
の
筆
を
有
す
る
字
「
お
お
か
み
」

高
の
土
地
が
、
分
散
し
て
存
在
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
で
あ
ろ
う
。

は
な
い
に
し
て
も
、
慣
習
的
に
決
め
ら
れ
て
き
た
年
貢
負
担
高
の
表
示
で
差
出
単
位
と
い
う
も
の
で
は
な
か
ろ
う

畑
四
筆
が
書
き
上
げ
ら
れ
、
こ
れ
に
は
反
別
が
記
さ
れ
て
い
る
。

に
は
高
を
付
す
こ
と
は
で
き
な
い
た
め
、
反
別
が
記
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
各
名
請
地
の
配
置
と
規
模
も
A
口
せ
考
え
る
と
、

名
請
地
に
つ
い
て
も
、
ま
ず
反
別
が
実
測
さ
れ
、
そ
れ
が
確
定
さ
れ
た
後
に
永
高
が
換
算
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　
和
泉
清
司
氏
は
二
段
記
載
の
み
ら
れ
る
地
域
は
高
麗
郡
、
入
間
郡
、
多
摩

郡
、
比
企
郡
等
で
あ
り
」
、
「
慶
長
期
の
一
段
記
載
の
検
地
は
大
久
保
検
地
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
1
）

れ
、
伊
奈
検
地
で
あ
れ
、
徳
川
氏
の
初
め
て
の
検
地
で
あ
る
」
と
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
こ
れ
ら
の
事
実
か
ら
は
、
下
我
野
郷
な
ど
こ
れ
ら
各
郡
の
一
段
記
載

の
慶
長
検
地
に
お
い
て
も
、
そ
れ
以
前
に
な
さ
れ
た
な
ん
ら
か
の
土
地
把
握
が

あ
り
、
そ
れ
を
も
と
に
高
を
追
加
す
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
二
段
記
載
の
場

合
と
同
様
に
従
来
の
高
と
打
出
高
と
が
あ
り
、
そ
れ
を
合
計
し
た
も
の
が
｝
段

に
記
載
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
で
は
慶
長
検
地
以
前
の
土
地
把
握
と
は
何
か
。

そ
の
時
期
や
内
容
を
明
ら
か
に
す
る
史
料
は
知
ら
れ
て
い
な
い
。

　
下
我
野
郷
の
慶
長
検
地
帳
の
各
名
請
地
は
、
荒
畑
四
筆
を
除
く
一
五
二
八
筆

に
つ
い
て
み
る
と
、
最
低
永
一
文
か
ら
最
高
永
八
七
四
文
ま
で
の
間
に
九
〇
文

を
平
均
と
し
て
分
布
し
て
お
り
、
六
六
％
に
当
る
一
〇
〇
七
筆
が
一
〇
〇
文
以

　
　
　
　
の
各
筆
の
内
容
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
同
一
の
名
請
人
の
様
々
な

　
　
　
　
　
検
地
帳
上
の
一
筆
は
実
質
的
な
耕
地
一
枚
を
示
し
て
い
る
わ
け
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
2
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
。
ま
た
、
帳
内
に
は
荒

　
　
　
過
去
の
土
地
把
握
で
確
定
さ
れ
た
筆
の
中
に
「
荒
畑
」
が
生
じ
、
こ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
そ
れ
以
外
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
3
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
下
我
野
郷
以
外
の
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例
も
あ
る
こ
と
か
ら
、
武
州
山
之
根
筋
の
慶
長
検
地
の
中
に
も
、
各
名
請
地
の
高
は
一
段
記
載
で
あ
っ
た
が
、
検
地
帳
の
表
題
に
あ
る
と

お
り
そ
れ
以
前
の
土
地
把
握
を
前
提
と
し
た
地
詰
（
地
押
）
に
よ
る
実
測
検
地
が
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
で
き
る
の
で
あ
る
。

　
名
請
人
は
一
四
三
名
で
、
屋
敷
の
筆
数
と
は
か
ら
ず
も
同
数
で
あ
る
が
、
同
一
人
が
複
数
筆
名
請
す
る
場
合
も
あ
っ
て
、
屋
敷
名
請
人

は
そ
の
う
ち
八
七
名
で
あ
る
。
名
請
人
は
村
高
の
一
二
％
に
あ
た
る
｝
六
貫
文
余
を
名
請
す
る
大
炊
助
を
筆
頭
に
、
上
位
＝
一
名
が
村
高

の
半
分
、
六
九
貫
文
余
を
名
請
し
て
い
る
。
二
〇
〇
文
（
一
石
）
以
下
層
は
七
四
名
（
五
二
％
）
を
数
え
る
。
ま
た
、
田
畑
の
う
ち
四
九
％
に

あ
た
る
六
八
五
筆
、
屋
敷
の
う
ち
二
八
％
に
あ
た
る
四
〇
筆
が
分
付
地
と
な
っ
て
い
る
。
戦
国
期
以
来
の
土
豪
層
の
存
在
を
想
定
し
う
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
と
と
も
に
、
新
た
に
名
請
人
と
な
っ
た
層
も
多
数
存
在
す
る
こ
と
が

表8下我野郷の寛文検地

地　種 石盛 筆　　数 反　　　別

田

上　田

?@田

ｺ　田

ｺ々田

10

W
6
4

筆　　　％
V　（0．2）

P1　（0．3）

R9　（1．0）

V3　（1．8）

町　畝　歩　　　％
@22．17　（0．2）

@31．22　（0．3）

@86．16　（0．7）

@56．14　（0．5）

田　計 130　（3．3） 1，97．09　（1．6）

畑

上　畑

?@畑

ｺ　畑

ｺ々畑

ﾘ　畑

9
7
5
3
2

　299　（7．6）

@514（13．0）

@768（19．5）

@686（17．4）

P，259（31．9）

13，47．27（11．3）

Q1，16．11（17．7）

Q8，74．23（24．0）

Q2，53．00（18．8）

Q7，06．29（22．6）

畑　計 3，526（89．4） 112，99．00　（94．5）

屋　　敷 10 290　（7．3） 4，64，21　（3．9）

合　　計 3，946（100．0） 119，61．00（100．0）

註）寛文8年「武州入間郡下我野村御縄水打帳」（飯能

　市旧東吾野村役場文書）より作成。石盛は「酉年可納

　御年貢割付之事」東吾野郷土誌研究会編e東吾野郷土

　誌」（1980年，同会）113頁。

確
認
で
き
る
。

　
一
方
、
寛
文
検
地
は
寛
文
八
年
五
月
二
日
か
ら
七
日
ま
で
の
六
日

間
に
か
け
て
、
検
地
役
人
坪
井
次
右
衛
門
に
よ
っ
て
施
行
さ
れ
た
。

そ
の
筆
ご
と
の
記
載
形
式
は
次
の
様
な
も
の
で
あ
る
。

　
　
横
場

　
　
　
　
八
　
間

　
　
　
　
　
　
　
下
々
畑
弐
畝
弐
拾
歩
　
　
　
　
　
　
　
清
兵
衛

　
　
　
　
拾
　
間

同
所

弐
間
半

　
　
　
切
　
畑
拾
六
歩

六
間
半

同
　
人

一
二
冊
の
総
計
が
屋
敷
帳
で
あ
る
一
二
冊
目
の
巻
末
に
あ
り
、
そ
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こ
に
記
さ
れ
た
地
目
・
等
級
別
の
反
別
合
計
は
表
8
の
と
お
り
で
あ
る
。
名
請
人
は
二
五
一
名
で
、
慶
長
検
地
に
比
べ
る
と
一
〇
八
名
、

一
・
八
倍
の
増
加
が
見
ら
れ
る
。
慶
長
検
地
と
同
じ
く
、
上
位
一
二
名
の
年
貢
高
を
合
計
す
る
と
、
検
地
直
後
の
寛
文
九
年
に
お
い
て
永

三
〇
貫
文
余
で
あ
り
、
総
額
一
〇
六
貫
文
余
の
二
九
％
で
あ
っ
た
。
旧
土
豪
層
の
地
位
の
低
下
と
、
広
範
な
小
農
の
存
在
を
想
定
す
る
こ

と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
ご
く
少
量
の
米
納
年
貢
は
、
米
一
石
1
1
金
一
両
1
1
永
一
貫
文
と
し
て
永
に
換
算
し
た
。

　
各
筆
の
記
述
に
つ
い
て
は
反
別
は
記
さ
れ
て
い
る
が
、
分
米
の
記
載
は
な
い
。
巻
末
の
合
計
で
も
、
反
別
は
集
計
し
て
あ
る
が
、
石

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
4
）

盛
・
分
米
の
記
載
は
な
く
、
し
た
が
っ
て
村
高
は
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
。
表
8
の
石
盛
は
こ
の
検
地
の
翌
年
の
年
貢
割
付
状
か
ら
引

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
5
）

用
し
た
も
の
で
あ
る
。
関
東
で
は
初
期
検
地
帳
に
お
い
て
も
一
般
に
分
米
記
載
が
み
ら
れ
な
い
が
、
寛
文
・
延
宝
の
検
地
帳
に
は
こ
の
様

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
6
）

な
形
式
の
も
の
が
多
数
見
出
せ
る
。
関
東
の
徴
租
法
は
、
寛
文
・
延
宝
検
地
を
機
に
そ
れ
ま
で
の
厘
取
法
か
ら
反
取
法
へ
の
転
換
が
一
般

　
　
　
（
7
7
）

化
す
る
た
め
、
石
高
は
本
途
年
貢
と
は
直
接
関
係
し
な
く
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
分
米
・
石
盛
・
村
高
の
重
要
性
は
低
下
し
、
地
目
・
等

級
と
反
別
だ
け
が
わ
か
れ
ば
よ
く
な
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
そ
の
石
盛
・
村
高
は
寛
文
検
地
後
の
年
貢
割
付
状
に
は
じ
め
て
見
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
な
の
で
、
検
地
役
人
で
は
な
く
て
支
配
代
官

が
こ
れ
を
決
定
し
た
可
能
性
も
残
さ
れ
る
が
、
こ
こ
で
は
従
来
の
検
地
研
究
の
成
果
を
踏
ま
え
て
、
検
地
役
人
が
決
定
し
て
い
た
も
の
と

し
て
お
こ
う
。
検
地
役
人
は
慶
長
検
地
の
永
高
か
ら
概
算
さ
れ
る
村
高
を
参
考
に
、
寛
文
検
地
で
把
握
し
た
地
目
・
等
級
別
の
反
別
に
対

し
て
、
村
柄
や
他
村
と
の
関
係
を
考
慮
し
な
が
ら
石
盛
を
定
め
、
適
度
な
新
村
高
を
決
定
し
て
い
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
村
高
を

ど
の
程
度
に
す
る
か
に
は
、
前
節
で
見
た
よ
う
に
検
地
役
人
の
個
性
が
介
入
し
た
。
こ
の
個
性
の
存
在
は
、
石
盛
も
検
地
役
人
が
決
定
し

て
い
た
こ
と
の
証
左
で
あ
る
。
石
盛
に
つ
い
て
は
、
『
五
日
市
町
史
』
が
町
内
七
か
村
の
、
ま
た
大
舘
右
喜
氏
は
多
摩
郡
小
山
田
領
一
六

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
8
）

か
村
の
石
盛
一
覧
を
掲
げ
て
お
り
、
そ
こ
で
は
同
じ
等
級
に
三
か
ら
四
の
ば
ら
つ
き
を
確
認
で
き
る
。
石
盛
は
地
域
的
に
確
定
し
た
も
の

で
は
な
く
、
村
ご
と
に
異
な
る
も
の
で
あ
っ
た
。
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次
に
、
各
地
目
の
等
級
に
つ
い
て
検
討
し
た
い
。
田
方
が
上
・
中
・
下
・
下
々
の
四
等
級
、
畑
方
が
上
．
中
．
下
．
下
々
．
切
の
五
等

級
の
位
付
け
が
な
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
も
武
州
山
之
根
筋
一
般
に
見
ら
れ
る
も
の
で
、
こ
の
地
域
で
は
山
間
地
域
は
も
と
よ
り
里
方
の
検

地
帳
か
ら
も
上
々
と
い
う
等
級
は
見
ら
れ
な
い
。
そ
の
か
わ
り
に
畑
方
に
お
い
て
、
と
り
わ
け
山
方
の
村
に
お
い
て
「
下
々
畑
」
の
下
に

「
切
畑
」
と
い
う
等
級
を
設
定
し
て
い
る
点
に
特
徴
が
あ
る
。

　
武
州
山
之
根
筋
に
お
い
て
「
切
畑
」
の
検
出
さ
れ
る
村
を
、
ち
な
み
に
各
市
町
村
史
な
ど
の
検
地
や
年
貢
に
関
す
る
記
述
、
あ
る
い
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
7
9
）

明
細
帳
の
記
述
な
ど
か
ら
拾
っ
て
み
る
と
、
現
八
王
子
市
域
の
大
沢
・
横
川
・
上
恩
方
・
小
比
企
・
谷
野
．
上
犬
目
．
下
犬
目
村
、
現
町

田
市
域
の
小
麺
現
吾
市
町
域
の
伊
奈
゜
戸
倉
゜
吾
市
゜
留
原
゜
深
沢
・
高
尾
・
小
和
田
・
小
中
野
・
網
代
裡
・
現
在
も
檜
原
村

の
農
解
選
多
摩
町
域
の
境
占
丸
゜
薯
寺
゜
小
丹
波
村
と
小
河
内
羅
・
現
青
梅
市
域
の
上
長
淵
・
下
師
岡
・
野
上
塩
船
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
4
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
5
）

大
門
・
新
町
・
畑
中
・
日
影
和
田
・
二
俣
尾
・
沢
井
・
御
岳
・
富
岡
・
上
成
木
・
北
小
曽
木
、
現
羽
村
市
域
の
羽
村
、
現
飯
能
市
域
で
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
6
）

久
須
美
・
小
岩
井
・
矢
颪
村
・
北
川
（
上
我
野
）
・
永
田
・
赤
沢
・
坂
元
（
上
我
野
）
村
、
現
入
間
郡
毛
呂
山
町
域
の
阿
諏
訪
村
．
権
現
堂

村
゜
宿
藁
・
現
比
企
郡
玉
川
村
に
あ
た
る
玉
継
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
る
・
武
州
山
之
根
筋
の
検
地
で
は
山
方
の
村
・
を
中
心
に
「
切

畑
」
が
畑
方
の
最
下
級
の
等
級
と
し
て
一
般
的
に
存
在
す
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

　
切
畑
と
は
一
般
に
は
切
替
畑
（
焼
畑
）
を
指
す
も
の
で
あ
る
。
こ
の
地
域
に
即
し
た
切
替
畑
に
関
す
る
詳
細
な
検
討
は
稿
を
改
め
て
論
じ

る
こ
と
と
し
て
、
こ
こ
で
は
武
州
山
之
根
筋
の
寛
文
検
地
で
は
、
山
方
の
村
々
に
お
い
て
、
切
替
畑
が
そ
れ
を
直
接
表
現
す
る
「
切
畑
」

と
い
う
地
目
・
等
級
を
も
っ
て
広
範
に
検
地
さ
れ
、
検
地
帳
に
登
録
さ
れ
た
こ
と
を
、
一
つ
の
特
徴
と
し
て
把
握
し
て
お
き
た
い
。

　
山
之
根
筋
で
は
切
替
畑
が
広
範
に
検
地
さ
れ
た
と
し
た
が
、
そ
の
背
後
に
あ
る
奥
秩
父
地
方
に
つ
い
て
み
る
と
、
近
年
こ
の
地
域
の
町

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
9
）

村
史
が
大
部
の
史
料
集
を
と
も
な
っ
て
刊
行
さ
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
畑
地
の
等
級
と
し
て
は
「
切
畑
」
を
見
出
す
こ
と
は
で
き

な
い
。
奥
秩
父
地
方
で
は
慶
安
五
年
（
一
六
五
二
）
か
明
暦
元
年
（
＝
ハ
五
五
）
に
二
度
目
の
総
検
地
が
実
施
さ
れ
た
。
そ
れ
ら
で
は
畑
方
の
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等
級
は
稀
に
あ
る
上
々
畑
の
ほ
か
、
大
部
分
は
上
・
中
・
下
・
下
々
で
あ
り
、
「
切
畑
」
の
記
載
は
見
ら
れ
な
い
。
も
っ
と
も
、
こ
の
こ

と
が
実
態
と
し
て
の
切
替
畑
を
検
地
し
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
に
は
な
ら
な
い
こ
と
は
言
を
ま
た
な
い
。

　
な
お
、
既
に
私
は
下
我
野
郷
に
隣
接
す
る
入
間
川
上
流
域
の
秩
父
郡
下
名
栗
村
を
例
に
、
「
下
々
畑
」
も
そ
の
実
態
は
「
切
畑
」
と
同

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
0
）

様
な
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
実
態
と
し
て
の
切
替
畑
は
、
寛
文
検
地
に
お
い
て
は
「
切
畑
」
も
し
く
は
「
下
々

畑
」
と
い
う
等
級
を
与
え
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
逆
に
寛
文
検
地
帳
の
「
切
畑
」
・
「
下
々
畑
」
が
全
て
切
替
畑
で
あ
っ
た
と

は
限
ら
な
い
の
で
、
以
下
で
は
、
「
切
畑
」
と
と
も
に
「
下
々
畑
」
も
下
級
畑
と
し
て
統
一
し
て
扱
い
、
そ
れ
以
外
の
上
・
中
・
下
畑
を

上
級
畑
と
す
る
こ
と
に
し
た
い
。
す
な
わ
ち
、
上
級
畑
は
い
わ
ゆ
る
常
畑
、
下
級
畑
は
切
替
畑
と
常
畑
の
う
ち
低
質
な
も
の
が
含
ま
れ
る

も
の
と
す
る
わ
け
で
あ
る
。

　
同
じ
く
拙
稿
で
は
、
下
名
栗
村
の
土
地
利
用
状
況
を
明
ら
か
に
し
、
川
に
沿
う
平
坦
な
い
し
傾
斜
の
緩
や
か
な
土
地
に
屋
敷
・
上
級
畑

が
、
こ
れ
に
続
く
今
日
で
は
里
山
と
み
な
さ
れ
る
山
腹
や
谷
あ
い
の
山
中
に
下
級
畑
が
存
在
し
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
入
間
川
上
流

域
で
は
集
落
は
ほ
と
ん
ど
谷
底
に
存
在
す
る
の
に
対
し
て
、
下
我
野
郷
の
あ
る
高
麗
川
上
流
域
で
は
、
谷
底
と
と
も
に
山
の
中
腹
や
尾
根

筋
に
も
村
落
が
形
成
さ
れ
て
い
る
点
で
差
異
が
あ
る
が
、
集
落
の
近
傍
の
条
件
の
良
い
土
地
に
主
に
上
級
畑
が
、
集
落
か
ら
離
れ
た

「
山
」
に
主
に
下
級
畑
が
あ
る
こ
と
は
ほ
ぼ
同
様
と
考
え
ら
れ
る
。

　
こ
う
し
た
寛
文
検
地
の
把
握
し
た
土
地
の
実
態
を
、
下
我
野
郷
に
即
し
て
明
ら
か
に
し
て
お
き
た
い
。
慶
長
・
寛
文
の
両
検
地
帳
を
筆

数
で
比
較
す
る
と
、
合
計
で
二
．
六
倍
、
内
訳
は
田
方
が
三
・
四
倍
、
畑
方
は
二
・
六
倍
、
屋
敷
が
二
・
○
倍
の
増
加
で
あ
る
。
慶
長
検

地
も
実
測
を
前
提
に
土
地
把
握
を
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
そ
れ
以
後
、
分
筆
・
切
添
え
・
開
発
な
ど
に
よ
る
筆
の
著
し
い

増
加
が
あ
り
、
そ
の
実
態
を
寛
文
検
地
は
把
握
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
ほ
か
に
、
慶
長
と
寛
文
の
検
地
帳
を
比
較
で
き
る
も
の
と
し
て
、
秩
父
郡
上
我
野
郷
南
村
中
沢
組
が
あ
る
。
慶
長
検
地
帳
の
「
武
州
秩

28



武州山之根筋における寛文検地の基礎的研究

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
1
）

父
郡
上
吾
野
内
中
沢
村
御
地
詰
帳
」
と
寛
文
検
地
帳
の
「
南
村
中
沢
組
御
水
帳
写
」
と
が
、
岡
部
家
文
書
の
中
に
残
さ
れ
て
い
る
。
慶
長

検
地
帳
は
後
の
写
で
、
写
の
状
況
・
保
存
状
態
と
も
に
悪
い
。
ま
た
寛
文
検
地
帳
は
明
和
五
年
（
一
七
六
八
）
に
実
際
の
検
地
帳
を
元
に
改

め
て
作
成
さ
れ
た
名
寄
帳
が
実
体
で
あ
り
、
分
筆
も
見
ら
れ
る
も
の
で
、
分
筆
分
は
元
の
筆
に
合
せ
当
初
の
検
地
帳
を
復
元
し
た
。
史
料

と
し
て
精
度
を
欠
く
た
め
、
こ
れ
ら
は
参
考
程
度
に
利
用
す
る
に
留
め
た
い
。
こ
の
中
沢
組
で
は
、
慶
長
検
地
が
三
七
七
筆
に
対
し
て
寛

文
検
地
で
は
七
三
四
筆
が
検
地
さ
れ
て
い
る
。
一
・
九
倍
の
増
加
で
あ
る
。
慶
長
か
ら
寛
文
に
か
け
て
、
田
は
一
筆
か
ら
皆
無
に
、
屋
敷

は
四
六
筆
か
ら
三
八
筆
に
減
少
し
て
い
る
。
し
か
し
、
畑
は
二
・
一
倍
の
増
加
で
あ
っ
た
。
こ
こ
に
も
筆
の
顕
著
な
増
加
を
確
認
で
き
る
。

　
下
我
野
郷
の
検
地
帳
に
つ
い
て
は
、
名
請
人
が
一
・
八
倍
に
も
増
加
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
分
筆
も
か
な
り
進
み
、
筆
の
細
分
化
が
想

定
さ
れ
る
。
こ
れ
も
含
め
て
検
地
帳
の
一
筆
毎
に
記
さ
れ
た
字
名
を
利
用
し
て
、
寛
文
検
地
の
把
握
し
た
土
地
の
実
態
を
慶
長
検
地
帳
と

比
較
し
つ
つ
包
括
的
に
捉
え
て
お
き
た
い
。

　
一
般
に
畿
内
を
中
心
と
し
た
延
宝
検
地
で
は
、
そ
れ
以
前
の
検
地
を
古
検
と
称
し
、
各
筆
ご
と
に
等
級
・
反
別
な
ど
を
肩
書
さ
せ
て
い

（
9
2
）

る
た
め
、
以
前
の
検
地
と
一
筆
ご
と
に
比
較
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
し
か
し
、
関
東
を
中
心
と
す
る
寛
文
検
地
で
は
原
則
と
し
て
こ

う
し
た
記
載
は
な
く
、
各
筆
の
対
応
関
係
は
明
ら
か
で
は
な
い
。
過
去
の
検
地
を
参
考
に
し
て
は
い
る
の
で
あ
ろ
う
が
、
広
範
な
開
発
と

村
落
構
造
の
大
き
な
変
化
が
み
ら
れ
る
関
東
で
は
、
従
来
の
名
請
地
と
新
た
な
名
請
地
と
は
様
々
な
側
面
に
お
い
て
相
違
点
が
大
き
す
ぎ
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
3
）

こ
の
方
法
は
採
用
で
き
な
か
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
ま
し
て
永
高
制
の
検
地
で
は
、
そ
の
検
地
帳
に
等
級
・
反
別
記
載
も
な
く
、
直
接

各
筆
を
比
較
す
る
こ
と
は
全
く
不
可
能
で
あ
る
た
め
、
唯
一
の
手
が
か
り
で
あ
る
字
名
を
利
用
す
る
こ
と
に
し
た
。

　
屋
敷
に
つ
い
て
は
字
名
が
記
し
て
い
な
い
の
で
こ
れ
を
除
き
、
ま
た
慶
長
検
地
帳
の
荒
畑
四
筆
も
処
理
簡
便
の
た
め
に
除
い
た
。
字
名

で
同
じ
も
の
が
多
少
変
え
て
記
さ
れ
て
い
る
も
の
、
例
え
ば
寛
文
検
地
帳
で
「
い
と
の
上
」
、
「
い
ど
の
上
」
、
「
井
戸
の
上
」
、
「
井
戸
上
」

と
あ
る
も
の
は
全
て
「
い
と
う
え
」
と
す
る
な
ど
の
統
一
作
業
を
し
た
結
果
、
字
は
慶
長
検
地
帳
で
三
三
一
、
寛
文
検
地
帳
で
七
四
五
を

29



表9　慶長・寛文検地字別耕地変遷推定表

慶　長　検　地 寛　　文　　検　　地

分類
字数 田 墨 字数 田 畑

上級 下級

A
B
C

154

P77

考
1
3
一

8
詮
5
4
6
一

154

ﾓ｛

拶
2
1
7
0

　筆
P，250

@874

P，402

6
諮
4
6
3
4
6
1

5
4
響
4
1
1
9
4
1

合計 331 38 1，347 745 130 3，526 1，581 1，945

註）慶長2年「武州高麗之郡下吾野郷御地詰帳」（表6に同じ），寛文8年

　「武州入間郡下我野村御縄水打帳」（表8に同じ）より作成。

数
え
る
こ
と
が
で
き
た
。
両
検
地
帳
に
共
通
す
る
字
名
を
も
と
に
、
寛
文
検
地
の
検
地
し
た
土
地

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
3
0

を
筆
数
を
基
準
と
し
て
分
類
し
た
も
の
が
表
9
で
あ
る
。

　
ま
ず
、
共
通
す
る
字
名
は
一
五
四
を
数
え
る
こ
と
が
で
き
た
。
慶
長
検
地
帳
の
字
の
四
七
％
、

寛
文
検
地
帳
の
字
の
二
一
％
に
相
当
す
る
。
こ
の
字
名
は
慶
長
検
地
時
に
存
在
し
、
そ
の
字
名
が

変
化
す
る
こ
と
な
く
寛
文
期
ま
で
移
行
し
た
と
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
様
な
字
の
土
地
を
A

と
し
て
、
そ
の
筆
数
を
書
き
出
し
た
。
こ
の
筆
数
は
実
数
で
あ
る
。
慶
長
検
地
帳
で
は
A
に
あ
た

る
四
七
％
の
字
に
、
田
は
二
五
筆
（
六
六
％
）
、
畑
は
八
〇
一
筆
（
五
九
％
）
が
含
ま
れ
て
い
る
。
こ

の
A
に
お
い
て
寛
文
検
地
は
田
畑
と
も
に
約
一
・
六
倍
の
筆
を
検
地
し
た
。
な
お
、
寛
文
の
畑
の

う
ち
上
級
と
下
級
と
の
比
は
五
三
対
四
七
で
あ
っ
た
。

　
こ
の
寛
文
検
地
に
お
け
る
下
級
畑
に
相
当
す
る
も
の
が
慶
長
検
地
で
ど
の
程
度
把
握
さ
れ
て
い

た
か
を
考
察
し
て
お
き
た
い
。
A
に
含
ま
れ
る
寛
文
検
地
帳
の
字
一
五
四
筆
の
う
ち
に
、
下
級
畑

か
ら
の
み
な
っ
て
い
る
字
が
五
四
あ
り
、
そ
こ
に
は
下
級
畑
を
一
九
七
筆
数
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
れ
ら
は
慶
長
検
地
帳
で
も
土
ハ
通
し
た
字
で
あ
る
か
ら
、
寛
文
検
地
で
は
下
級
畑
の
み
の
五
四
の

字
が
慶
長
検
地
で
も
存
在
し
て
お
り
、
そ
れ
ら
の
地
目
を
調
べ
て
み
る
と
全
て
畠
の
み
で
あ
っ
た
。

筆
数
に
し
て
＝
二
七
筆
で
あ
る
。
こ
の
慶
長
期
の
＝
二
七
筆
の
畠
も
寛
文
検
地
に
お
け
る
下
級
畑

に
相
当
す
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
こ
れ
ら
の
字
で
は
基
本
的
に
は
慶
長
検
地
に
お
い
て
も
切
替
畑
を
含
む
下
級
畑
が
把
握
さ
れ
て
い
た
と

す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
以
外
で
寛
文
検
地
に
よ
っ
て
上
級
畑
や
水
田
と
と
も
に
下
級
畑
が
検
地
さ
れ
て
い
る

字
は
七
三
あ
り
、
そ
こ
で
寛
文
検
地
が
把
握
し
た
下
級
畑
は
三
九
五
筆
あ
る
。
こ
れ
ら
の
字
に
つ
い
て
も
一
部
に
は
慶
長
検
地
で
下
級
畑
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に
相
当
す
る
畠
が
検
地
さ
れ
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。

　
次
に
、
慶
長
検
地
帳
に
把
握
さ
れ
た
字
の
土
地
の
う
ち
、
寛
文
検
地
帳
に
現
わ
れ
な
い
土
地
を
B
と
し
た
。
残
り
の
一
七
七
（
五
三
％
）

の
字
の
土
地
で
あ
る
。
慶
長
検
地
で
把
握
さ
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
寛
文
検
地
に
見
ら
れ
な
い
の
は
、
字
名
の
細
分
化
や
全
く
の
名
称

変
更
が
な
さ
れ
た
た
め
で
あ
ろ
う
。
B
に
お
い
て
は
慶
長
検
地
は
、
田
を
＝
二
筆
（
三
四
％
）
、
畑
を
五
四
六
筆
（
四
一
％
）
把
握
し
て
い
る
。

こ
こ
で
は
、
慶
長
検
地
を
う
け
た
B
の
土
地
で
も
、
A
と
同
様
の
展
開
が
あ
っ
た
も
の
と
仮
定
し
て
、
A
の
筆
数
の
変
化
率
に
準
じ
て
計

算
し
、
寛
文
検
地
の
時
の
筆
数
を
推
計
す
る
こ
と
に
し
た
。
す
な
わ
ち
、
慶
長
の
田
畠
の
筆
数
に
一
・
六
倍
を
乗
じ
て
寛
文
の
田
畑
を
推

計
し
、
畑
は
さ
ら
に
上
級
・
下
級
に
五
三
対
四
七
の
比
率
で
分
け
た
の
で
あ
る
。
B
は
A
に
準
じ
て
推
計
し
た
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
下
級

畑
に
つ
い
て
も
A
で
考
察
し
た
も
の
が
あ
て
は
め
ら
れ
る
と
し
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
も
っ
と
も
、
実
際
に
は
A
に
分
類
さ
れ
た
字
も
寛
文

期
に
は
細
分
化
が
進
ん
で
お
り
、
こ
の
A
か
ら
分
化
し
た
字
は
B
に
入
る
こ
と
に
な
る
の
で
、
寛
文
検
地
で
B
に
含
ま
れ
る
土
地
は
実
際

に
は
こ
れ
よ
り
も
大
き
く
な
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　
A
・
B
以
外
の
筆
は
、
寛
文
検
地
に
よ
っ
て
全
く
新
た
に
把
握
さ
れ
た
田
畑
で
あ
る
。
こ
れ
を
C
と
し
た
。
合
計
か
ら
A
と
B
と
の
筆

数
を
差
し
引
い
た
残
り
を
こ
こ
に
書
き
出
し
て
あ
る
。
C
で
は
、
田
方
の
五
四
％
、
B
と
ほ
ぼ
同
量
の
上
級
畑
と
、
下
級
畑
全
体
の
約
半

数
の
存
在
が
推
定
さ
れ
る
。
な
お
、
前
段
で
み
た
よ
う
に
B
が
よ
り
大
き
な
筆
数
を
占
め
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
C
の

値
は
最
大
値
と
捉
ら
え
れ
ば
よ
い
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
実
際
に
C
に
含
ま
れ
る
の
は
、
わ
ず
か
な
田
方
と
、
上
級
畑
の
一
部
、
そ

し
て
比
較
的
多
く
の
筆
の
下
級
畑
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

　
次
に
、
こ
れ
ら
A
、
B
、
C
に
あ
た
る
土
地
の
現
況
を
明
ら
か
に
し
、
こ
れ
か
ら
そ
の
寛
文
期
に
お
け
る
利
用
実
態
を
考
察
し
た
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
4
）

現
在
旧
下
我
野
郷
地
区
の
公
図
に
は
一
四
七
の
小
字
が
知
ら
れ
て
い
る
。
基
本
的
に
は
地
租
改
正
の
お
り
に
決
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

そ
の
現
況
を
耕
地
、
耕
地
と
山
林
、
山
林
三
種
に
分
類
し
、
そ
れ
ら
の
う
ち
慶
長
検
地
帳
、
寛
文
検
地
帳
記
載
の
字
名
と
一
致
す
る
も
の
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表10　検地帳字の現況別各地目筆数

慶長検地 寛　文　検　地分
類

現　況 字数
田 畠 田 上級畑 下級畑

ア

耕　　地

k地山林

R　　林
2
2
2

筆

2
評
8
3

筆 筆 筆

小　計 6 35

イ

耕　　地

k地山林

R　　林

14

U
1
2
1
2

100

P9

U4 5
2

95

R3

P7

58

Q7

W1

小　計 32 3 183 7 145 166

ウ

耕　　地

k地山林

R　　林

9
4
2
8

8
1
5

61

W
6

12

R
1
0
7小　計 41 14 75 122

合　　計 79 3 218 21 220 288

て
七
九
、
割
合
に
し
て
五
四
％
の
現
在
の
字
が
ど
ち
ら
か
の
検
地
帳
あ
る
い
は
両
検
地
帳
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
わ
け
で
あ
る
。

寛
文
期
に
｝
度
な
く
な
っ
て
今
日
見
る
こ
と
の
で
き
き
る
ア
は
、

し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
表
9
B
の
一
部
を
構
成
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

る
。
イ
に
分
類
さ
れ
た
字
数
三
二
は
A
の
二
一
％
（
現
在
の
字
の
範
囲
は
近
世
の
同
名
字
の
平
均
五
倍
と
の
推
定
に
よ
れ
ば
ほ
ぼ
全
域
）
、

　
　
　
を
選
び
出
し
て
整
理
し
た
も
の
が
表
1
0
で
あ
る
。
分
類
は
地
形
図
な

料顛
　
　
ら
ぴ
に
私
の
調
査
時
の
観
察
に
よ
っ
て
い
る
。
現
況
は
傾
斜
の
小
さ

獅
な
と
・
う
が
耕
捜
傾
斜
が
大
き
な
と
・
ろ
は
山
林
に
な
・
て
い

ヒ
　
　
む

編
誠
　
る
と
考
え
て
よ
い
。
現
況
と
比
較
す
る
の
は
、
寛
文
期
の
畑
の
実
態

会
明

員
よ
　
に
は
常
畑
と
切
替
畑
と
が
あ
り
、
基
本
的
に
は
寛
文
期
の
字
が
現
況

委集
葡
　
　
耕
地
な
ら
ば
常
畑
、
現
況
山
林
な
ら
ば
切
替
畑
と
と
ら
え
る
こ
と
が

編
能

破
飯
　
可
能
だ
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
な
お
、
現
在
の
字
数
一
四
七
は

欝
寛
文
検
地
帳
の
田
畑
の
字
数
七
四
五
に
比
較
す
る
と
二
・
％
で
零

及
α
　
地
租
改
正
の
際
、
字
の
統
合
が
進
ん
だ
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
し
た

粧
祇

史
祓
　
が
っ
て
、
現
在
の
小
字
の
面
積
は
寛
文
期
の
字
の
平
均
五
倍
に
あ
た

驚
・
…
を
念
頭
辱
必
要
が
ー

9
u
　
　
慶
長
検
地
帳
に
見
ら
れ
、
寛
文
検
地
帳
に
は
な
く
て
現
存
す
る
字

表
第

謝
編
　
（
ア
）
が
六
、
慶
長
．
寛
文
両
検
地
帳
に
見
ら
れ
る
も
の
（
イ
）
が
三
二
、

　
　
　
寛
文
検
地
帳
に
の
み
見
ら
れ
る
も
の
（
ウ
）
が
四
一
あ
っ
た
。
あ
わ
せ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま
ず
、

　
　
寛
文
期
に
細
分
化
さ
れ
た
字
が
、
字
の
統
合
に
よ
り
再
び
も
と
に
復
帰

　
　
　
　
　
　
イ
は
A
に
対
応
し
、
ウ
は
B
・
C
に
対
応
す
る
と
考
え
ら
れ
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ア
．
ウ
に
分
類
さ
れ
た
字
数
四
七
は
B
・
C
の
八
％
（
同
じ
く
四
割
）
に
相
当
す
る
。

　
ア
に
あ
た
る
字
に
つ
い
て
は
、
現
況
耕
地
の
と
こ
ろ
が
多
く
、
寛
文
検
地
に
お
い
て
も
上
級
畑
が
中
心
を
占
め
た
地
域
と
推
定
さ
れ
る
。

イ
に
あ
た
る
字
で
は
、
現
況
が
耕
地
の
も
の
と
山
林
の
も
の
と
が
ほ
ぼ
同
数
つ
つ
あ
り
、
そ
の
う
ち
現
況
耕
地
の
字
で
も
四
割
程
度
の
下

級
畑
が
存
在
し
、
現
況
山
林
の
字
で
は
八
割
が
下
級
畑
に
検
地
さ
れ
て
い
る
。
現
況
耕
地
の
字
の
下
級
畑
は
、
常
畑
で
は
あ
る
が
切
添
え

な
ど
で
拡
大
さ
れ
た
耕
作
条
件
の
悪
い
畑
が
推
定
さ
れ
、
ま
た
現
況
山
林
に
お
け
る
下
級
畑
は
ほ
ぼ
切
替
畑
と
思
わ
れ
る
。
表
9
A
の
両

検
地
帳
に
あ
ら
わ
れ
る
字
の
土
地
に
は
、
畑
の
う
ち
に
下
級
畑
が
五
割
弱
存
在
し
た
が
、
そ
の
内
訳
は
低
質
な
常
畑
と
少
な
く
と
も
同
程

度
に
切
替
畑
が
あ
っ
た
と
し
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
ウ
に
あ
た
る
寛
文
検
地
で
新
た
に
登
場
し
た
字
は
、
現
況
山
林
が
大
部
分
を
し
め
る
。

そ
こ
に
検
地
さ
れ
た
も
の
は
ほ
と
ん
ど
が
下
級
畑
で
あ
る
。
そ
の
内
容
は
多
く
は
切
替
畑
で
あ
ろ
う
。
慶
長
検
地
で
も
検
地
さ
れ
た
も
の

（
表
9
B
）
も
含
ま
れ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
多
く
は
寛
文
検
地
で
新
た
に
把
握
さ
れ
た
も
の
（
表
9
C
）
と
考
え
ら
れ
る
。
一
方
、
現
況
耕

地
に
あ
た
る
部
分
も
一
部
あ
り
、
こ
こ
で
は
上
級
畑
や
水
田
の
割
合
が
高
く
な
っ
て
い
る
。
慶
長
期
よ
り
水
田
や
常
畑
と
し
て
存
在
し
た

も
の
（
表
9
B
）
も
あ
ろ
う
が
、
そ
の
後
に
開
発
さ
れ
た
も
の
（
表
9
C
）
も
一
定
程
度
含
ま
れ
て
い
る
も
の
と
推
定
さ
れ
る
。

　
以
上
、
表
9
、
表
1
0
の
分
析
か
ら
は
、
次
の
こ
と
が
ま
と
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
慶
長
検
地
で
は
比
較
的
条
件
の
よ
い
地
域
、
今
日
で

は
耕
地
と
し
て
利
用
さ
れ
て
い
る
部
分
に
わ
ず
か
の
水
田
と
多
く
の
常
畑
が
開
か
れ
、
第
一
に
こ
れ
が
検
地
さ
れ
た
。
ま
た
、
現
況
山
林

に
あ
た
る
「
山
」
に
は
切
替
畑
が
あ
っ
た
が
、
こ
れ
も
一
定
程
度
把
握
さ
れ
た
。
寛
文
検
地
で
は
、
慶
長
検
地
で
把
握
さ
れ
た
水
田
は
も

ち
ろ
ん
、
常
畑
に
つ
い
て
は
多
く
を
上
級
畑
と
し
て
、
一
部
下
級
畑
と
し
て
把
握
し
た
。
こ
の
下
級
畑
に
検
地
さ
れ
た
常
畑
は
、
慶
長
期

以
降
の
切
添
え
な
ど
に
よ
る
開
発
部
分
と
推
定
さ
れ
、
低
質
な
常
畑
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
新
た
に
水
田
と
上
級
畑
も
開
発
さ
れ
て
こ

れ
が
検
地
さ
れ
た
。
さ
ら
に
現
況
で
は
山
林
に
あ
た
る
地
域
も
全
て
検
地
さ
れ
た
。
慶
長
検
地
で
も
一
定
程
度
把
握
さ
れ
た
切
替
畑
が
、

そ
の
後
の
開
発
も
含
め
て
全
面
的
に
検
地
の
対
象
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
な
お
、
字
名
が
付
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
考
察
の
対
象
外
と
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し
た
屋
敷
に
つ
い
て
は
、
慶
長
期
に
は
水
田
・
常
畑
の
検
地
さ
れ
た
土
地
に
主
に
存
在
し
、
寛
文
検
地
で
は
分
筆
を
中
心
に
約
二
倍
の
筆

と
な
っ
て
検
地
さ
れ
た
も
の
と
推
定
さ
れ
る
。

　
こ
う
し
て
下
我
野
郷
で
は
、
現
在
で
は
山
林
以
外
に
利
用
し
え
な
い
よ
う
な
「
山
」
も
含
め
て
、
郷
内
の
ほ
ぼ
全
て
の
土
地
が
寛
文
検

地
の
対
象
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
切
替
畑
検
地
に
よ
る
「
山
」
の
広
範
な
把
握
こ
そ
、
武
州
山
之
根
筋
に
お
け
る
寛
文
検
地
の
土
地
把
握

の
上
で
最
大
の
特
徴
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

訓

四
　
寛
文
検
地
と
年
貢
高

　
前
節
で
見
た
と
お
り
、
寛
文
検
地
は
慶
長
検
地
と
比
較
し
て
筆
数
に
し
て
二
・
六
倍
の
増
加
を
見
る
こ
と
が
で
き
た
。
し
か
し
、
村
高

は
慶
長
検
地
の
永
高
か
ら
換
算
し
た
石
高
六
八
八
石
余
か
ら
五
九
三
石
余
へ
一
四
％
減
少
し
た
。
図
－
で
見
た
よ
う
に
下
我
野
郷
の
検
地

役
人
坪
井
次
右
衛
門
は
山
方
に
つ
い
て
は
打
出
率
が
低
い
こ
と
に
特
徴
が
あ
っ
た
が
、
そ
れ
が
端
的
に
示
さ
れ
た
例
で
あ
る
。

　
一
般
に
、
村
高
は
田
方
の
生
産
力
を
基
準
に
村
の
生
産
力
を
表
す
も
の
で
あ
る
た
め
、
田
方
の
優
越
す
る
地
域
に
お
い
て
は
、
そ
の
村

の
生
産
力
を
あ
る
程
度
実
態
に
即
し
て
掌
握
で
き
る
。
そ
れ
ゆ
え
年
貢
賦
課
の
基
準
と
も
な
り
、
え
た
。
し
か
し
、
畑
方
の
優
越
す
る
地
域

で
は
、
畑
方
の
生
産
力
を
田
方
の
生
産
力
に
換
算
す
る
と
い
う
迂
回
的
表
現
と
な
る
た
め
、
石
高
に
よ
る
村
の
生
産
力
把
握
に
は
限
界
が

あ
っ
た
。
事
実
、
関
東
の
徳
川
検
地
に
お
け
る
畑
方
の
石
高
把
握
は
、
「
後
北
条
氏
の
貫
高
を
考
慮
し
た
畑
永
高
把
握
か
ら
『
石
高
』
へ

の
換
算
方
式
に
菱
」
も
の
で
・
生
産
力
を
直
接
あ
ら
わ
す
も
の
で
は
な
か
・
た
。
基
本
的
に
は
畑
作
地
帯
で
あ
る
関
東
に
お
い
て
も
、

年
貢
徴
収
法
は
江
戸
時
代
初
期
に
は
厘
取
法
が
採
用
さ
れ
、
原
則
的
に
は
畑
方
も
含
め
て
米
納
年
貢
が
課
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
畑
方

が
多
く
を
占
め
る
村
で
は
そ
の
納
入
に
は
困
難
が
伴
う
こ
と
な
ど
か
ら
、
元
和
期
（
一
六
一
五
～
二
四
）
か
ら
は
畑
方
の
貨
幣
納
化
が
拡
大
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し
て
い
っ
た
。
い
わ
ゆ
る
関
東
畑
永
法
で
あ

る
。
し
か
し
、
厘
取
法
の
下
で
の
畑
方
永
納

制
の
採
用
は
、
米
価
の
騰
貴
に
対
し
て
そ
の

根
幹
で
あ
る
石
高
の
永
高
換
算
率
を
変
化
さ

せ
な
け
れ
ば
対
応
で
き
ず
、
そ
の
基
礎
と
な

る
畑
方
の
石
高
把
握
の
限
界
と
も
あ
い
ま
っ

て
、
寛
永
中
期
頃
か
ら
寛
文
・
延
宝
期
に
は

反
取
法
が
一
般
化
し
た
。
こ
こ
に
い
た
っ
て
、

村
高
は
本
途
年
貢
と
は
直
接
関
連
を
も
た
な

く
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
武
州
山
之
根
筋
で
は
畑
方
が
極
め
て
優
越

し
て
い
る
こ
と
が
特
徴
で
あ
る
。
そ
の
本
途

年
貢
は
永
高
制
下
で
は
永
高
に
よ
る
村
高
1
1

年
貢
高
で
あ
り
、
寛
文
検
地
後
は
反
取
法
に

よ
り
、
田
方
は
米
納
、
畑
方
は
永
納
が
原
則

と
な
っ
た
。
永
高
表
示
の
村
高
は
年
貢
高
を

示
す
も
の
で
あ
っ
た
が
、
石
高
表
示
の
村
高

は
反
取
法
の
採
用
に
よ
っ
て
、
年
貢
高
、
特
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に
本
途
年
貢
高
と
は
関
係
な
く
な
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
地
域
の
寛
文
検
地
の
領
主
（
幕
府
）
に
と
っ
て
の
意
義
は
、
村
高
に
対
し
て

よ
り
も
年
貢
高
に
関
し
て
詳
細
に
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
前
節
で
見
た
よ
う
に
寛
文
検
地
は
切
替
畑
に
至
る
ま
で
あ
ら

ゆ
る
耕
地
を
徹
底
的
に
把
握
し
た
も
の
で
、
一
般
的
に
は
こ
の
検
地
が
貢
租
の
増
徴
に
意
義
を
も
つ
も
の
で
あ
る
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。

そ
こ
で
寛
文
検
地
を
は
さ
ん
で
そ
の
前
後
の
時
期
の
年
貢
賦
課
の
実
態
を
検
討
し
た
い
。

　
前
節
で
中
心
的
に
検
討
し
た
下
我
野
郷
に
つ
い
て
は
寛
文
検
地
直
後
の
寛
文
九
年
の
年
貢
割
付
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
以
前

は
年
貢
関
係
史
料
を
欠
く
た
め
、
村
高
1
1
年
貢
高
と
す
る
と
、
寛
文
八
年
ま
で
は
永
一
三
七
貫
文
余
で
あ
り
、
検
地
後
の
同
九
年
に
は
小

物
成
を
含
め
て
米
一
・
九
三
一
石
と
永
＝
○
貫
三
六
三
文
で
あ
る
。
米
一
石
1
1
金
一
両
1
1
永
一
貫
文
と
し
て
永
に
統
一
し
て
換
算
す
る

と
、
＝
二
貫
文
余
に
し
か
な
ら
な
い
。
一
八
％
の
減
少
で
あ
る
。
年
貢
は
村
高
以
上
に
低
下
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
下
我
野
郷
に
は
こ
の
前
後
の
年
貢
関
係
史
料
が
ほ
と
ん
ど
な
い
た
め
、
以
下
で
は
近
村
に
そ
れ
を
求
め
、
寛
文
検
地
と
年
貢
収
取
と
の

関
係
を
も
う
少
し
詳
し
く
検
討
す
る
こ
と
に
し
た
い
。
寛
文
検
地
以
前
か
ら
寛
文
検
地
以
後
ま
で
、
連
年
な
い
し
そ
れ
に
準
ず
る
形
で
年

貢
の
収
取
関
係
史
料
が
残
る
村
も
ま
た
少
な
い
。
こ
れ
ま
で
に
、
秩
父
郡
上
名
栗
村
と
多
摩
郡
白
丸
村
に
そ
れ
を
確
認
す
る
こ
と
が
で

　
（
9
6
）

き
た
。

　
両
村
の
最
古
の
年
貢
割
付
か
ら
、
元
禄
＝
二
年
（
一
七
〇
〇
）
ま
で
の
年
貢
賦
課
高
を
示
し
た
も
の
が
図
2
で
あ
る
。
直
線
の
グ
ラ
フ
は

そ
れ
ぞ
れ
の
慶
長
検
地
の
永
高
に
よ
る
村
高
と
、
寛
文
検
地
で
確
定
さ
れ
た
石
高
制
に
よ
る
村
高
を
永
高
に
換
算
し
て
示
し
て
あ
る
。

　
寛
文
検
地
以
前
の
年
貢
割
付
状
の
記
載
様
式
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
7
）

　
　
　
　
　
上
名
栗
村
未
御
成
ケ
可
納
割
付
之
事

　
　
一
永
五
拾
五
貫
九
百
七
拾
四
文
　
　
　
　
　
　
　
畑
屋
敷
共

　
　
　
　
　
　
　
三
百
四
拾
文
　
　
　
　
　
　
　
　
不
作
川
欠
山
く
ミ
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八
百
四
拾
六
文

　
　
　
内

　
　
　
　
壱
貫
百
六
文

　
　
　
　
五
貫
三
百
六
拾
八
文

残
四
拾
八
貫
三
百
拾
四
文

一
永
拾
五
貫
三
百
弐
拾
七
文

　
　
　
　
六
拾
五
文

　
　
　
内

　
　
　
　
壱
貫
五
百
弐
拾
六
文

残
拾
三
貫
七
百
三
拾
六
文

一
永
壱
貫
八
百
九
拾
四
文

　
　
　
内
百
八
拾
九
文

残
壱
貫
七
百
五
文

　
三
口
取

　
　
　
　
合
六
拾
三
貫
七
百
五
拾
五
文

　
　
　
　
　
　
　
右
納
次
第

　
　
　
　
永
三
貫
四
百
壱
文

　
　
　
　
永
九
百
八
拾
文

　
　
　
　
永
壱
貫
八
百
文

　
　
　
　
永
四
百
文

未
♂
川
か
け

未
水
を
し

未
水
損
百
文
二
付
拾
文
引

　
定
納

　
開
高

御
な
わ
ち
か
い

未
水
損
百
文
二
付
拾
文
引

　
定
納

　
巳
改
出
し

未
水
損
百
文
二
付
拾
文
引

　
定
納

　
綿
四
貫
八
百
拾
八
匁

　
漆
小
桶
七
盃

　
紬
廿
端

　
紙
弐
〆
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永
六
百
三
拾
文
　
　
　
　
　
　
　
　
大
豆
六
石
三
斗

　
　
　
　
　
永
五
拾
六
貫
五
百
四
拾
四
文
　
　
　
金
納

　
　
　
　
　
　
　
外

　
　
　
一
永
八
百
六
拾
八
文
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
紙
舟
役

　
　
　
一
永
弐
百
五
拾
文
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
や
銭

右
如
此
相
定
上
者
、
名
主
惣
百
姓
立
合
無
高
下
様
致
勘
定
、
極
月
五
日
切
而
急
度
可
皆
済
、

也

竃
碁
　
　
　
　
中
川
八
郎
左
㊥

　
　
　
未
霜
月

若
其
過
令
難
渋
者
認
責
を
以
可
申
付
者

38

上
名
栗
村

名
主
百
姓
中

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
8
）

　
　
　
寅
年
白
丸
村
可
納
御
年
貢
割
付
之
事

永
高
拾
壱
貫
六
．
百
拾
九
文

　
一
高
五
拾
八
石
九
升
五
合

　
　
　
　
　
　
内
九
斗
七
升
　
　
年
々
川
欠

　
残
五
拾
七
石
壱
斗
弐
升
五
合

　
　
此
取
弐
拾
九
石
三
斗
弐
升
五
合
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右
納
次
第

　
永
弐
百
拾
文
　
　
　
　
　
　
　
　
　
綿
三
百
匁

　
永
弐
百
拾
六
文
　
　
　
　
　
　
　
　
　
紬
二
て
可
納

　
永
三
拾
五
文
　
　
　
　
　
　
　
　
　
大
豆
壱
俵
二
て
可
納

　
永
七
拾
文
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
荏
壱
俵
二
て
可
納

　
永
九
貫
八
百
文
　
　
　
　
　
　
　
　
　
漆
七
拾
盃
可
納

　
永
壱
貫
九
拾
三
問
　
　
　
　
　
　
　
金
子
二
て
可
納

　
永
三
百
六
文
　
　
　
　
　
　
　
　
　
弐
わ
り
八
分
懸

　
　
　
納
合
　
　
拾
壱
貫
七
百
三
拾
文

右
如
相
定
上
者
極
月
十
日
を
切
而
可
致
皆
済
、
若
其
過
不
沙
汰
に
お
い
て
は
謎
責
を
可
申
付
者
成
、
傍
如
件

　
二
六
三
八
）

　
寛
永
十
五
寅
極
月
二
日
　
　
　
　
　
　
　
高
四
郎
左

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
同
　
喜
　
三

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
百
姓
中

　
上
名
栗
村
の
年
貢
は
慶
長
検
地
の
永
に
よ
る
村
高
を
も
と
に
し
て
、
そ
こ
か
ら
損
免
分
を
差
し
引
き
、
逆
に
「
開
高
」
・
「
改
出
し
」
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
9
　

ど
を
追
加
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
小
物
成
が
付
加
さ
れ
た
。
白
丸
村
の
本
途
は
、
永
の
村
高
を
一
貫
五
石
替
え
で
石
の
村
高
を
算
出

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
㎜
）

し
、
取
分
を
定
め
、
そ
れ
を
一
貫
二
・
五
石
替
え
で
永
の
年
貢
高
を
算
出
し
て
い
る
が
、
実
際
は
村
高
か
ら
損
免
分
を
差
し
引
い
た
残
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
剛
V

が
そ
の
ま
ま
永
高
の
年
貢
高
と
な
っ
て
い
る
。
石
高
へ
の
換
算
に
つ
い
て
は
形
式
的
な
も
の
で
、
村
高
が
年
貢
高
と
い
う
点
で
上
名
栗
村

の
場
合
と
基
本
的
に
は
同
種
の
も
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
例
の
場
合
は
「
金
子
二
て
可
納
」
と
あ
る
一
貫
九
三
文
に
○
・
二
八
を
乗
じ
た
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三
〇
六
文
の
割
懸
け
を
加
え
た
結
果
が
納
合
一
一
貫
七
三
〇
文
（
一
文
の
誤
差
あ
り
）
で
あ
っ
た
。
こ
の
割
懸
け
は
寛
永
二
一
年
（
一
六
四

四
）
か
ら
は
な
く
な
る
。
し
た
が
っ
て
図
2
の
寛
文
八
年
ま
で
は
、
両
村
と
も
に
慶
長
検
地
で
確
定
さ
れ
た
村
高
か
ら
損
免
分
を
引
き
、

こ
れ
に
「
開
高
」
な
ど
開
発
の
結
果
が
公
的
に
把
握
さ
れ
た
場
合
は
こ
れ
を
加
え
た
高
が
原
則
と
し
て
年
貢
高
で
あ
っ
た
。

　
寛
文
八
年
の
検
地
に
よ
っ
て
両
村
と
も
村
高
が
打
出
さ
れ
た
。
白
丸
村
が
五
八
石
余
か
ら
一
〇
三
石
余
へ
七
八
％
の
増
加
、
上
名
栗
村

が
二
七
九
石
余
か
ら
四
二
〇
石
余
へ
五
〇
％
の
増
加
で
あ
る
。
上
名
栗
村
の
場
合
は
損
免
分
が
な
い
と
す
る
と
、
寛
文
検
地
時
の
永
高
制

の
村
高
は
永
七
三
貫
一
九
五
文
1
1
三
六
五
・
九
七
五
石
へ
と
増
大
し
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
を
元
に
計
算
し
て
も
一
五
％
の
増
加
で

あ
っ
た
。

　
寛
文
検
地
後
の
年
貢
は
、
両
村
と
も
田
方
は
な
く
全
て
畑
・
屋
敷
で
あ
る
た
め
地
目
・
等
級
毎
に
反
永
が
定
め
ら
れ
、
こ
れ
を
地
目
・

等
級
毎
の
反
別
に
乗
じ
て
本
途
年
貢
が
決
定
さ
れ
た
。
ほ
か
に
小
物
成
が
あ
る
場
合
は
こ
れ
に
加
え
ら
れ
た
。

　
先
ず
白
丸
村
は
、
寛
文
検
地
ま
で
村
高
永
一
一
貫
六
一
九
文
と
年
貢
高
と
が
ほ
ぼ
一
致
し
て
い
る
。
寛
文
検
地
の
結
果
、
村
高
は
一
〇

三
・
四
一
二
石
、
永
高
に
換
算
し
て
永
二
〇
貫
文
余
と
な
っ
た
。
年
貢
は
は
じ
め
永
一
六
貫
程
度
ま
で
引
き
上
げ
ら
れ
る
が
、
天
和
期
に

は
一
時
期
低
下
し
、
元
禄
に
入
っ
て
一
八
貫
程
度
に
上
昇
す
る
。
寛
文
検
地
が
年
貢
の
増
徴
に
寄
与
し
た
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ

う
。
し
か
し
、
村
高
の
上
昇
ほ
ど
に
は
年
貢
の
増
収
は
は
か
れ
な
か
っ
た
。

　
一
方
、
上
名
栗
村
の
場
合
は
寛
文
検
地
の
直
前
に
は
村
高
が
永
七
三
貫
文
余
と
な
っ
て
お
り
、
損
免
分
は
あ
る
も
の
の
小
物
成
が
あ
る

た
め
村
高
に
極
め
て
近
い
水
準
の
年
貢
が
課
さ
れ
て
い
た
。
寛
文
検
地
直
後
は
そ
の
水
準
に
近
い
年
貢
を
徴
収
す
べ
く
反
永
が
設
定
さ
れ
、

永
六
六
貫
文
余
を
割
付
け
る
が
、
そ
の
後
延
宝
四
年
（
一
六
七
六
）
ご
ろ
ま
で
低
い
水
準
で
推
移
し
、
総
年
貢
も
永
四
〇
貫
程
度
ま
で
低
下

す
る
。
そ
の
後
上
下
は
あ
る
も
の
の
上
昇
し
て
元
禄
期
に
は
五
三
、
四
貫
で
推
移
し
て
い
る
。
上
名
栗
村
の
場
合
は
明
ら
か
に
年
貢
収
取

の
低
下
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
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図
1
で
も
見
た
よ
う
に
、
寛
文
検
地
は
山
方
に
お
い
て
は
村
高
の
打
出
は
相
対
的
に
低
い
も
の
で
あ
っ
た
。
場
合
に
よ
っ
て
は
下
我
野

郷
の
様
に
減
少
す
る
村
さ
え
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
年
貢
は
、
白
丸
村
の
様
に
村
高
が
増
加
し
て
年
貢
も
増
大
す
る
が
、
村
高
の
増
加

ほ
ど
に
は
増
大
し
な
い
場
合
、
上
名
栗
村
の
様
に
村
高
は
増
加
し
た
も
の
の
年
貢
は
減
少
す
る
場
合
、
下
我
野
村
の
よ
う
に
と
も
に
下
降

す
る
場
合
と
が
あ
っ
た
。
検
地
が
年
貢
増
徴
を
意
図
し
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
か
ろ
う
が
、
そ
の
意
図
が
明
確
に
は
現
わ
れ
て
こ
な
い
の

で
あ
る
。

　
同
じ
く
近
世
初
期
に
永
高
制
の
採
用
さ
れ
た
遠
江
国
北
部
地
域
の
年
貢
収
取
に
つ
い
て
は
、
第
一
節
で
永
高
検
地
の
意
義
に
か
か
わ
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
0
1
）

て
取
り
上
げ
た
佐
藤
孝
之
氏
が
詳
細
な
検
討
を
加
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
地
域
も
ほ
と
ん
ど
が
山
方
村
落
で
、
畑
方
優
越
地
帯
で
あ
る
。

氏
に
よ
れ
ば
、
北
遠
地
方
で
は
二
度
目
の
総
検
地
が
延
宝
元
年
か
ら
五
年
（
一
六
七
三
～
七
七
）
に
か
け
て
施
行
さ
れ
て
村
高
は
平
均
し
て

二
倍
に
増
加
し
、
年
貢
高
も
検
地
に
よ
る
打
出
と
永
盛
引
上
げ
に
よ
っ
て
こ
れ
に
準
じ
て
引
き
上
げ
ら
れ
て
い
る
。

　
ま
た
、
溝
口
常
俊
氏
に
よ
れ
ば
、
甲
斐
国
巨
摩
郡
西
河
内
領
で
は
、
武
州
山
之
根
筋
と
同
様
に
寛
文
一
一
年
（
一
六
七
一
）
の
検
地
に
お

い
て
大
量
に
焼
畑
が
検
地
さ
れ
た
が
、
翌
一
二
年
に
は
こ
れ
に
反
対
す
る
一
揆
が
起
り
、
延
宝
五
年
（
一
六
七
七
）
に
は
再
検
地
が
実
施
さ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
鵬
）

れ
、
焼
畑
の
検
地
が
見
直
さ
れ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
氏
は
貢
租
に
関
す
る
検
討
を
さ
れ
て
い
な
い
の
で
、
寛
文
検
地
が
年

貢
増
徴
に
ど
の
程
度
結
び
つ
い
た
か
は
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
一
揆
や
そ
の
結
果
と
し
て
の
再
検
地
が
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
寛
文
検
地
が

年
貢
増
徴
に
大
き
く
寄
与
し
た
こ
と
は
間
違
い
な
か
ろ
う
。

　
こ
れ
ら
に
対
し
て
武
州
山
之
根
筋
で
は
、
寛
文
検
地
に
よ
っ
て
開
発
さ
れ
た
普
通
畑
は
も
ち
ろ
ん
、
「
山
」
に
広
範
に
展
開
す
る
切
替

畑
を
も
全
面
的
に
把
握
さ
れ
、
名
請
地
の
大
量
な
増
加
は
あ
っ
た
も
の
の
、
村
高
の
打
出
は
里
方
で
も
五
八
％
、
山
方
で
は
三
四
％
で
あ

り
（
図
1
）
、
特
に
山
方
の
村
々
に
お
い
て
は
年
貢
に
つ
い
て
そ
の
増
徴
に
は
必
ず
し
も
結
び
つ
く
も
の
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
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本
稿
で
は
、
は
じ
め
に
武
州
山
之
根
筋
の
寛
文
検
地
を
取
り
上
げ
る
意
義
を
ま
と
め
る
と
と
も
に
、
武
州
山
之
根
筋
の
範
囲
と
、
こ
こ

を
中
心
の
一
つ
と
し
て
施
行
さ
れ
た
徳
川
氏
関
東
入
国
当
初
の
永
高
検
地
の
意
義
に
つ
い
て
整
理
し
た
。

　
そ
の
上
で
こ
の
地
域
全
体
の
支
配
と
寛
文
検
地
の
概
要
を
示
し
た
。
大
き
な
部
分
を
天
領
が
占
め
、
そ
の
天
領
を
大
久
保
長
安
の
後
を

う
け
た
八
王
子
一
八
代
官
の
う
ち
主
に
六
家
が
基
本
的
に
は
世
襲
支
配
し
て
い
た
。
そ
こ
を
寛
文
六
年
か
ら
八
年
に
か
け
て
幕
領
の
総
検

地
の
一
環
と
し
て
の
検
地
が
実
施
さ
れ
、
支
配
代
官
と
は
別
の
六
名
の
代
官
が
そ
の
検
地
役
人
と
な
っ
た
。
支
配
代
官
の
恣
意
を
廃
し
て
、

客
観
的
な
検
地
の
施
行
を
目
的
に
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
支
配
代
官
と
は
別
に
検
地
役
人
・
検
地
奉
行
を
設
置
す
る
方
法
は
、

以
後
元
禄
検
地
に
至
る
ま
で
の
幕
領
検
地
で
一
般
化
し
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
村
高
の
打
出
に
お
い
て
は
、
里
方
と
山
方
の
村
と
を

比
較
し
て
み
る
と
、
検
地
役
人
の
閻
に
は
図
1
に
示
し
た
よ
う
な
個
性
が
存
在
し
た
。

　
こ
れ
を
踏
ま
え
、
武
州
山
之
根
筋
の
寛
文
検
地
の
特
徴
を
明
ら
か
に
す
る
に
は
、
山
方
村
落
の
そ
れ
を
分
析
す
る
こ
と
が
必
要
だ
と
し

て
、
高
麗
郡
下
我
野
郷
を
例
に
、
そ
の
寛
文
検
地
を
慶
長
検
地
と
比
較
し
つ
つ
土
地
把
握
の
特
徴
を
明
ら
か
に
し
た
。
す
な
わ
ち
、
慶
長

検
地
で
は
水
田
．
常
畑
と
と
も
に
、
切
替
畑
も
一
定
程
度
検
地
し
て
い
る
こ
と
、
寛
文
検
地
は
慶
長
検
地
に
比
較
し
て
二
・
六
倍
も
の
筆

を
検
地
し
た
こ
と
、
そ
の
内
容
は
分
筆
も
多
く
あ
っ
た
と
推
定
さ
れ
る
が
、
水
田
・
常
畑
の
開
発
と
と
も
に
、
「
山
」
に
展
開
す
る
切
替

畑
を
広
範
に
検
地
し
た
こ
と
で
あ
っ
た
。
特
に
、
切
替
畑
の
徹
底
し
た
把
握
に
よ
っ
て
「
山
」
の
多
く
が
検
地
の
対
象
と
さ
れ
た
点
に
最

大
の
特
徴
が
求
め
ら
れ
る
。

　
武
州
山
之
根
筋
の
検
地
は
こ
の
地
域
を
特
徴
づ
け
る
山
方
に
お
い
て
そ
れ
ほ
ど
ま
で
に
徹
底
し
た
検
地
で
は
あ
っ
た
が
、
年
貢
の
増
徴
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に
は
必
ず
し
も
直
結
し
な
か
っ
た
。
逆
に
低
下
し
た
村
さ
え
あ
っ
た
。

　
年
貢
増
徴
に
直
結
し
な
い
と
し
た
な
ら
ば
、
寛
文
検
地
は
い
か
な
る
意
義
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
は
以
下
の
様
に
ま
と
め

て
お
こ
う
。
そ
れ
は
中
世
的
諸
関
係
を
色
濃
く
残
す
村
落
構
造
の
も
と
の
田
畑
・
屋
敷
の
存
在
形
態
を
把
握
し
た
慶
長
検
地
に
対
し
て
、

広
範
な
近
世
小
農
の
成
立
に
と
も
な
い
所
持
構
造
が
変
質
し
た
田
畑
・
屋
敷
の
存
在
形
態
を
そ
の
実
態
に
即
し
て
把
握
す
る
こ
と
で
あ
り
、

特
に
切
替
畑
な
ど
の
下
級
畑
を
全
面
的
に
把
握
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
年
貢
収
取
の
側
面
か
ら
す
る
な
ら
ば
、
こ
れ
ら
は
増
徴
の
側
面
よ

り
も
実
態
に
合
わ
せ
た
合
理
的
な
収
取
を
行
う
た
め
に
、
新
村
落
秩
序
に
適
合
し
た
年
貢
課
賦
の
基
本
と
な
る
土
地
台
帳
の
作
成
で
あ
っ

た
。
一
方
、
農
民
側
か
ら
す
る
な
ら
ば
、
構
造
的
な
実
態
に
即
し
た
検
地
は
、
自
ら
の
土
地
保
有
権
を
制
度
的
あ
る
い
は
公
的
に
す
る
も

の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
年
貢
増
徴
に
つ
な
が
ら
な
い
な
ら
ば
む
し
ろ
積
極
的
に
望
む
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
特
に
切
替
畑
ま
で
徹
底
的
に
検

地
さ
れ
る
こ
と
に
は
農
民
に
と
っ
て
も
重
要
な
意
義
が
あ
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
の
意
義
に
つ
い
て
は
切
替
畑
の
実
態
の
解
明
と

あ
わ
せ
て
別
稿
に
譲
り
施
・

註
（
1
）
　
大
石
慎
三
郎
『
享
保
の
改
革
の
経
済
政
策
』
（
一
九
六
一
年
、
御

　
茶
の
水
書
房
）
、
辻
達
也
「
享
保
改
革
の
研
究
』
（
一
九
六
三
年
、
創
文

　
社
）
、
北
島
正
元
『
江
戸
幕
府
の
権
力
構
造
』
（
一
九
六
四
年
、
岩
波
書

　
店
）
、
佐
々
木
潤
之
介
『
幕
藩
権
力
の
基
礎
構
造
』
（
一
九
六
四
年
、
御

　
茶
の
水
書
房
）
、
大
野
瑞
男
「
江
戸
幕
府
財
政
の
成
立
」
（
北
島
正
元
編

　
『
幕
藩
制
国
家
成
立
過
程
の
研
究
』
一
九
七
八
年
、
吉
川
弘
文
館
、
所

　
収
）
、
藤
井
譲
治
「
家
綱
政
権
論
」
（
松
本
・
山
田
編
『
元
禄
・
享
保
期

　
の
政
治
と
社
会
』
、
『
講
座
日
本
近
世
史
（
4
）
』
、
一
九
八
〇
年
、
有
斐

閣
、
所
収
）
、
森
杉
夫
「
代
官
所
機
構
の
改
革
を
め
ぐ
っ
て
」
（
『
大
阪

府
立
大
紀
要
』
第
＝
二
号
、
一
九
六
〇
年
）
、
村
上
直
「
関
東
幕
領
に

　
お
け
る
八
王
子
代
官
」
（
『
日
本
歴
史
』
第
一
六
八
号
、
一
九
六
二
年
）

な
ど
参
照
。

（
2
）
　
浅
尾
直
弘
『
近
世
封
建
社
会
の
基
礎
構
造
』
（
一
九
六
七
年
、
御

茶
の
水
書
房
）
、
水
本
邦
彦
『
近
世
の
村
社
会
と
国
家
』
（
一
九
八
七
年
、

　
東
京
大
学
出
版
会
）
、
佐
藤
常
雄
『
日
本
稲
作
の
展
開
と
構
造
－
坪
刈

帳
の
史
的
分
析
1
』
（
一
九
八
七
年
、
吉
川
弘
文
館
）
、
嶋
谷
ゆ
り
子

　
「
幕
藩
体
制
成
立
期
の
村
落
と
村
請
制
－
信
州
下
伊
那
郡
虎
岩
村
を
中
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心
と
し
て
ー
」
（
『
歴
史
学
研
究
』
第
五
四
八
号
、
一
九
八
五
年
）
、
小

　
高
昭
一
「
村
請
制
村
落
の
形
成
と
村
方
騒
動
ー
三
河
山
間
部
を
事
例
と

　
し
て
ー
」
（
『
駒
沢
史
学
』
第
三
四
号
、
一
九
八
六
年
）
な
ど
参
照
。

（
3
）
　
神
崎
彰
利
『
検
地
－
縄
と
竿
の
支
配
』
（
教
育
社
歴
史
新
書
〈
日
本

　
史
＞
1
1
二
〇
二
、
　
一
九
八
三
年
）
一
五
八
～
九
頁
。

（
4
）
　
畿
内
を
中
心
と
し
た
延
宝
検
地
に
つ
い
て
は
、
森
杉
夫
『
延
宝
検

　
地
』
（
『
高
石
市
郷
土
史
研
究
紀
要
』
第
三
号
、
一
九
七
〇
年
、
高
石
市

　
教
育
委
員
会
）
、
同
『
岸
和
田
地
方
の
延
宝
検
地
』
（
『
岸
和
田
市
史
紀

　
要
』
第
三
号
、
一
九
七
九
年
、
岸
和
田
市
）
、
大
森
映
子
「
十
七
世
紀

　
後
半
の
幕
領
検
地
」
（
井
上
光
貞
ほ
か
編
『
日
本
歴
史
大
系
3
近
世
』

　
（
一
九
八
八
年
、
山
川
出
版
社
、
所
収
）
な
ど
、
検
地
奉
行
を
大
名
課
役

　
と
し
た
点
を
明
ら
か
に
し
た
論
稿
が
あ
る
。

（
5
）
　
東
京
都
総
務
局
総
務
部
企
画
課
『
都
下
村
落
行
政
の
成
立
と
展
開

－
青
梅
市
成
木
調
査
報
告
書
i
』
（
一
九
五
八
年
）
第
一
編
第
一
章
「
江

戸
時
代
の
上
成
木
村
」
、
拙
稿
「
西
川
林
業
発
生
史
に
関
す
る
一
考
察

i
武
州
秩
父
郡
下
名
栗
村
の
事
例
を
通
し
て
ー
」
（
『
徳
川
林
政
史
研
究

　
所
研
究
紀
要
』
昭
和
五
六
年
度
、
一
九
八
二
年
）
な
ど
。

（
6
）
　
安
澤
秀
一
『
近
世
村
落
形
成
の
基
礎
構
造
』
（
一
九
七
二
年
、
吉

　
川
弘
文
館
）
前
編
第
二
章
第
二
節
「
検
地
施
行
の
地
域
性
」
。

（
7
）
　
兼
子
順
「
近
世
前
期
に
お
け
る
武
蔵
国
の
検
地
に
つ
い
て
ー
『
新

編
武
蔵
風
土
記
稿
』
を
中
心
と
し
て
ー
」
（
『
信
濃
』
第
三
三
巻
第
六
号
、

　
一
九
八
一
年
）
。

（
8
）
　
日
本
大
辞
典
刊
行
会
編
『
日
本
国
語
大
辞
典
』
第
一
九
巻
（
【
九

　
七
六
年
、
小
学
館
）
。

（
9
）
　
八
王
子
市
史
編
さ
ん
委
員
会
『
八
王
子
市
史
』
下
巻
（
一
九
六
七

　
年
、
八
王
子
市
役
所
）
七
一
九
～
四
〇
頁
、
神
立
孝
一
「
『
山
之
根
九
万

　
石
村
高
改
帳
』
の
基
礎
的
研
究
」
（
『
関
東
近
世
史
研
究
』
第
二
五
号
、

　
一
九
八
九
年
）
。

（
1
0
）
　
延
宝
六
年
六
月
「
乍
恐
以
書
付
御
訴
訟
申
上
候
事
」
（
武
州
山
根

　
加
治
領
上
赤
工
村
ほ
か
六
か
村
↓
奉
行
所
）
飯
能
市
大
字
久
須
美
大
江

　
家
文
書
。

（
1
1
）
　
天
和
元
年
六
月
「
乍
恐
以
書
付
御
訴
訟
申
上
候
」
（
武
田
や
甚
右

衛
門
ほ
か
四
名
↓
奉
行
）
埼
玉
県
編
『
新
編
埼
玉
県
史
資
料
編
』
第
一

　
六
巻
近
世
七
産
業
（
一
九
九
〇
年
、
埼
玉
県
）
五
九
七
頁
。

（
1
2
）
　
芦
田
伊
人
編
『
新
編
武
蔵
風
土
記
稿
』
（
以
下
『
武
記
』
と
略
記
）

　
第
十
二
巻
（
「
大
日
本
地
誌
大
系
』
十
二
、
　
一
九
六
三
年
、
雄
山
閣
）
七

　
］
頁
。

（
1
3
）
　
『
武
記
』
第
十
二
巻
。

（
1
4
）
『
武
記
』
第
十
一
巻
一
七
一
～
二
頁
。

（
1
5
）
　
村
上
直
「
初
期
関
東
に
お
け
る
代
官
陣
屋
に
つ
い
て
」
（
森
博
士

　
還
暦
記
念
会
編
『
対
外
関
係
と
社
会
経
済
－
森
克
己
博
士
還
暦
記
念
論

文
集
ー
』
　
一
九
六
八
年
、
塙
書
房
）
な
ど
。

（
1
6
）
　
和
泉
清
司
「
近
世
初
期
関
東
に
お
け
る
永
高
制
に
つ
い
て
1
武
蔵

を
中
心
に
ー
」
上
（
「
埼
玉
地
方
史
』
第
一
〇
号
、
一
九
八
一
年
）
三
～

　
五
頁
、
同
「
近
世
初
期
武
蔵
に
お
け
る
徳
川
検
地
に
つ
い
て
」
（
『
史

潮
』
新
九
号
、
一
九
八
一
年
）
。
な
お
和
泉
氏
は
武
州
山
之
根
筋
に
つ
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い
て
奥
秩
父
ま
で
を
そ
の
範
囲
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
と
関
連
し

　
て
、
氏
は
永
高
制
検
地
の
施
行
者
に
つ
い
て
、
秩
父
郡
は
大
久
保
・
伊

奈
「
両
者
に
よ
っ
て
検
地
が
入
り
混
じ
っ
て
実
施
さ
れ
て
い
る
」
（
『
史

潮
』
論
文
八
二
頁
）
と
さ
れ
る
が
、
秩
父
郡
を
外
秩
父
と
奥
秩
父
と
に

分
別
す
る
と
、
原
則
と
し
て
こ
こ
で
私
が
ま
と
め
た
結
論
が
導
か
れ
る
。

（
1
7
）
　
村
上
前
掲
（
1
）
論
文
、
和
泉
清
司
「
徳
川
幕
府
成
立
期
に
お
け

　
る
代
官
頭
の
歴
史
的
役
割
ー
大
久
保
長
安
と
伊
奈
忠
治
を
中
心
に
ー
」

　
（
「
地
方
史
研
究
』
第
三
五
巻
六
号
、
一
九
八
五
年
）
。

（
1
8
）
　
山
田
武
麿
「
近
世
山
村
に
お
け
る
本
百
姓
の
形
成
と
家
抱
－
武
蔵

　
国
秩
父
郡
太
田
部
村
の
場
合
」
（
『
群
馬
大
学
紀
要
人
文
科
学
篇
』
第
四

巻
、
　
一
九
五
四
年
）
、
「
近
世
初
期
に
お
け
る
徳
川
検
地
と
そ
の
名
請

　
人
」
（
「
群
馬
大
学
紀
要
人
文
科
学
篇
』
第
一
〇
巻
、
一
九
六
一
年
）
。

共
に
後
に
『
上
州
近
世
史
の
諸
問
題
』
（
一
九
八
〇
年
、
山
川
出
版
社
）

　
に
所
収
。

（
1
9
）
　
神
崎
彰
敏
「
初
期
検
地
と
村
落
」
・
「
天
領
に
お
け
る
貫
文
記
載
の

史
料
に
つ
い
て
」
（
木
村
礎
編
『
封
建
村
落
そ
の
成
立
か
ら
解
体
へ
』

　
所
収
、
一
九
五
八
年
、
文
雅
堂
銀
行
研
究
社
）
。

（
2
0
＞
　
大
舘
右
喜
「
徳
川
幕
府
直
轄
領
に
於
け
る
近
世
初
期
検
地
帳
の
研

　
究
－
貫
文
制
記
載
慶
長
検
地
の
分
析
ー
」
（
『
国
史
学
』
七
二
・
七
三
合

　
併
号
、
一
九
六
〇
年
）
。
後
に
同
「
幕
藩
制
社
会
形
成
過
程
の
研
究
』

　
（
一
九
八
七
年
、
校
倉
書
房
）
に
増
補
訂
正
・
所
収
。

（
2
1
）
　
①
佐
藤
孝
之
「
近
世
幕
領
に
お
け
る
永
高
制
－
北
遠
地
方
の
事
例

　
を
中
心
に
ー
」
（
『
徳
川
林
政
史
研
究
所
研
究
紀
要
』
昭
和
五
二
年
度
、

一
九
七
八
年
）
、
②
同
「
近
世
初
期
幕
領
に
お
け
る
『
永
高
検
地
』
」

（『

綜
j
学
』
第
一
〇
七
号
、
一
九
七
八
年
）
、
③
同
「
近
世
前
期
北
遠

幕
領
に
お
け
る
年
貢
収
取
」
（
『
徳
川
林
政
史
研
究
所
研
究
紀
要
』
昭
和

五
三
年
度
、
一
九
七
九
年
）
、
④
同
「
近
世
前
期
の
年
貢
収
取
と
農
村

金
融
－
北
遠
幕
領
を
素
材
と
し
て
i
」
（
『
徳
川
林
政
史
研
究
所
研
究
紀

要
』
昭
和
五
四
年
度
、
一
九
八
〇
年
）
、
⑤
同
「
北
遠
奥
山
・
西
手
領

に
お
け
る
近
世
前
期
の
貢
租
形
態
i
奥
山
領
地
頭
方
村
を
中
心
と
し
て

ー
」
（
『
信
濃
』
第
三
四
巻
第
三
号
、
一
九
八
二
年
）
、
⑥
同
「
近
世
前

期
北
遠
三
倉
領
に
お
け
る
年
貢
収
取
」
（
『
徳
川
林
政
史
研
究
所
研
究
紀

要
』
昭
和
五
七
年
度
、
一
九
八
三
年
）
。

26　25　24　23　22武
蔵
を
中
心
に
ー
」
上
、

　
一
年
）
。

（
2
7
）
　
大
舘
右
喜
「
近
世
初
期
市
場
と
地
方
支
配
」
（
『
国
史
学
』
七
一
号
、

　
一
九
五
九
年
）
、
後
に
前
掲
（
2
0
）
書
に
増
補
訂
正
・
所
収
、
和
泉
前
掲

　
（
2
6
）
「
近
世
初
期
関
東
に
お
け
る
永
高
制
に
つ
い
て
1
武
蔵
を
中
心
に

ー
」
下
三
四
～
六
頁
、
埼
玉
県
編
『
新
編
埼
玉
県
史
通
史
編
』
第
三
巻

近
世
一
（
一
九
八
八
年
、
埼
玉
県
）
二
一
六
～
七
頁
な
ど
。

（
2
8
）
　
神
木
哲
男
「
中
世
末
－
近
世
初
頭
に
お
け
る
貨
幣
問
題
ー
中
世
的

佐
藤
前
掲
（
2
1
V
①
論
文
四
五
三
頁
。
以
下
、
同
稿
参
照
。

佐
藤
前
掲
（
2
1
）
②
論
文
。

同
前
五
〇
頁
。

佐
藤
前
掲
（
2
1
）
②
論
文
三
五
～
九
頁
、
⑤
論
文
一
七
九
頁
な
ど
。

和
泉
前
掲
（
1
6
）
「
近
世
初
期
関
東
に
お
け
る
永
高
制
に
つ
い
て
－

　
　
　
　
　
　
　
　
同
下
（
『
埼
玉
地
方
史
』
第
一
一
号
、
一
九
八
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貨
幣
体
系
か
ら
近
世
的
貨
幣
体
系
へ
ー
」
（
『
社
会
経
済
史
学
』
第
五
七

巻
第
二
号
、
　
一
九
九
一
年
）
四
一
頁
。

（
2
9
）
　
六
本
木
健
志
「
近
世
初
期
山
間
部
畑
作
農
村
に
お
け
る
『
家
』
と

経
営
－
武
蔵
国
秩
父
郡
を
中
心
と
し
て
ー
」
（
『
史
潮
』
新
三
一
号
、
一

九
九
二
年
）
一
九
頁
。

（
3
0
）
　
藤
本
隆
士
「
徳
川
期
に
お
け
る
小
額
貨
幣
－
銭
貨
と
藩
札
を
中
心

　
に
ー
」
（
『
社
会
経
済
史
学
』
第
五
七
巻
第
二
号
、
一
九
九
一
年
）
参
照
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
O

37　36　35　34　33　32　31料
選
書
』

（
3
8
）

年
、

　
と
し
て
い
る
。

（
3
9
）
　
村
上
前
掲
（
1
）
論
文
七
七
頁
。

（
4
0
）
　
同
前
七
九
頁
第
五
表
。

（
4
1
）
　
青
梅
市
史
編
さ
ん
実
行
委
員
会
編
『
定
本
市
史
青
梅
』
（
一
九
六

六
年
、
青
梅
市
役
所
）
一
一
八
六
～
九
八
頁
。

（
4
2
）
　
奥
多
摩
町
誌
編
纂
委
員
会
編
『
奥
多
摩
町
誌
』
（
一
九
八
五
年
、

前
掲
（
2
7
）
『
新
編
埼
玉
県
史
通
史
編
』
第
三
巻
近
世
一

「
武
記
』
第
五
巻
一
五
〇
頁
、
村
上
前
掲
（
1
）
論
文
七
六
～
九
頁
。

『
武
記
』
第
九
巻
七
五
頁
。

『
武
記
』
第
九
巻
三
〇
〇
頁
。

『
武
記
』
第
六
巻
三
一
頁
。

『
武
記
』
第
六
巻
＝
二
七
頁
、
お
よ
び
一
四
三
頁
。

北
島
正
元
校
訂
『
武
蔵
田
園
簿
』
（
以
下
『
田
園
簿
』
）
（
『
日
本
史

　
　
一
五
、
一
九
七
七
年
、
近
藤
出
版
社
）
。

同
前
「
解
説
」
で
は
、
「
武
蔵
田
園
簿
」
の
成
立
を
慶
安
二
、
三

記
載
さ
れ
る
村
盲
同
は
一
七
世
紀
前
半
の
検
地
を
も
と
に
し
て
い
る

奥
多
摩
町
）
一
七
〇
～
二
頁
。

（
4
3
）
　
年
不
詳
「
（
高
麗
陣
屋
天
正
十
九
年
以
来
代
官
交
替
覚
書
）
」
埼
玉

県
編
『
新
編
埼
玉
県
史
史
料
編
』
第
一
七
巻
近
世
八
領
主
（
一
九
八
五

年
、
埼
玉
県
）
四
五
七
頁
。

（
4
4
）
　
『
武
記
』
第
五
巻
二
六
七
、
二
六
八
、
二
七
三
、
二
七
五
、
二
七

七
頁
。

（
4
5
）
　
『
武
記
』
第
九
巻
二
〇
二
頁
。

（
4
6
）
　
『
武
記
』
第
一
二
巻
一
〇
三
頁
。

（
4
7
）
　
玉
川
村
教
育
委
員
会
編
『
玉
川
村
史
通
史
編
』
（
一
九
九
一
年
、

　
玉
川
村
）
四
〇
六
～
九
頁
。

（
4
8
）
　
五
日
市
町
史
編
さ
ん
委
員
会
編
『
五
日
市
町
史
』
（
一
九
七
六
年
、

　
五
日
市
町
）
二
六
六
～
七
頁
。

（
4
9
）
　
桧
原
村
史
編
さ
ん
委
員
会
編
『
桧
原
村
史
』
（
一
九
八
一
年
、
桧

　
原
村
）
四
四
五
頁
。

（
5
0
）
　
『
武
記
』
第
五
巻
一
七
六
頁
。

（
5
1
）
　
『
武
記
』
第
五
巻
一
八
〇
頁
。

（
5
2
）
　
『
武
記
』
第
六
巻
二
二
三
～
四
頁
。

（
5
3
）
　
町
田
市
史
編
纂
委
員
会
『
町
田
市
史
』
上
巻
（
一
九
七
四
年
、
町

　
田
市
）
七
四
四
頁
。

（
5
4
）
　
埼
玉
県
入
間
郡
名
栗
村
大
字
上
名
栗
町
田
家
文
書
（
学
習
院
大
学

　
史
料
館
所
蔵
、
以
下
町
田
家
文
書
）
の
年
貢
関
係
史
料
。

（
5
5
）
　
高
柳
光
寿
ほ
か
編
『
新
訂
寛
政
璽
修
諸
家
譜
』
第
四
（
一
九
六
四

　
年
、
続
群
書
類
従
完
成
会
）
四
二
頁
。
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68　67　66　65 64　63　62　61　畿　60　59　58　57　56
　　　　　　　　　　　　日　　　）　　）　　）　　）
　　　　　　　　　　　　』

『
武
記
』
第
一
二
巻
八
九
頁
。

『
武
記
』
第
五
巻
五
三
～
九
六
頁
。

兼
子
前
掲
（
7
）
論
文
。

森
前
掲
（
4
）
書
、
大
森
前
掲
（
4
）
論
文
。

関
東
近
世
史
研
究
会
校
訂
『
関
東
甲
豆
郷
帳
』
（
『
日
本
史
料
選

二
七
、
一
九
八
八
年
、
近
藤
出
版
社
）
。

飯
能
市
大
字
井
上
井
上
家
文
書
。

飯
能
市
大
字
井
上
大
野
家
文
書
。

飯
能
市
郷
土
館
所
蔵
。

飯
能
市
大
字
南
岡
部
家
文
書
（
飯
能
市
郷
土
館
所
蔵
）
。

飯
能
市
大
字
小
岩
井
石
森
家
文
書
。

飯
能
市
大
字
永
田
細
田
家
文
書
。

同
前
。

毛
呂
山
町
史
編
さ
ん
委
員
会
編
『
毛
呂
山
町
史
』
（
一
九
八
三
年
、

毛
呂
山
町
）
三
四
四
～
五
頁
。

（
6
9
）
　
前
掲
（
4
2
）
『
奥
多
摩
町
誌
』
二
〇
三
～
六
頁
。

（
7
0
）
　
前
掲
（
4
9
）
『
檜
原
村
史
』
三
九
三
頁
。

（
7
1
）
　
和
泉
前
掲
（
1
6
）
「
近
世
初
期
関
東
に
お
け
る
永
高
制
に
つ
い
て
t

武
蔵
を
中
心
に
ー
」
上
一
四
頁
。

（
7
2
）
　
山
田
前
掲
（
1
8
）
「
近
世
初
期
に
お
け
る
徳
川
検
地
と
そ
の
名
請

人
」
五
一
頁
。

（
7
3
）
　
大
舘
右
喜
氏
は
、
前
掲
（
2
0
）
論
文
一
一
六
～
九
頁
（
前
掲
書
＝
一

　
四
～
六
頁
）
で
こ
の
「
荒
畑
」
記
載
を
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
実

測
の
か
い
ま
見
ら
れ
る
例
と
し
て
扱
わ
れ
た
も
の
で
、
こ
れ
以
前
の
土

地
把
握
と
の
関
係
で
論
じ
ら
れ
て
は
い
な
い
。
な
お
、
氏
は
こ
れ
以
外

に
除
地
が
反
別
記
載
さ
れ
て
い
る
例
を
多
摩
郡
小
河
内
村
内
留
浦
に
見

出
さ
れ
て
る
。

（
7
4
）
　
寛
文
九
年
一
一
月
「
酉
年
可
納
御
年
貢
割
付
之
事
」
（
高
四
郎
兵

↓
右
之
村
名
主
百
姓
中
）
東
吾
野
郷
土
誌
研
究
会
編
『
東
吾
野
郷
土

誌
』
（
一
九
八
〇
年
、
同
会
）
一
＝
二
～
四
頁
。

（
7
5
）
　
和
泉
前
掲
（
1
6
）
「
近
世
初
期
武
蔵
に
お
け
る
徳
川
検
地
に
つ
い

　
て
」
九
三
頁
。

（
7
6
）
　
関
東
各
市
町
村
史
資
料
編
な
ど
。

（
7
7
）
　
川
鍋
定
男
「
近
世
前
期
関
東
に
お
け
る
検
地
と
徴
租
法
」
（
村
上

直
・
神
崎
彰
利
編
『
近
世
神
奈
川
の
地
域
的
展
開
』
有
隣
堂
、
一
九
八

六
年
、
所
収
）
。
初
出
は
『
神
奈
川
県
史
研
究
』
四
二
、
一
九
八
〇
年
。

（
7
8
）
　
前
掲
（
4
8
）
『
五
日
市
町
史
』
二
五
一
頁
、
大
舘
前
掲
（
2
0
）
書
一
七

　
】
頁
。

（
7
9
）
　
安
澤
前
掲
（
6
）
書
二
四
～
四
〇
頁
。

（
8
0
）
　
同
前
、
前
掲
（
5
3
）
『
町
田
市
史
』
上
巻
八
二
六
頁
。

（
8
1
）
　
前
掲
（
4
8
）
「
五
日
市
町
史
』
二
五
一
～
七
頁
。

（
8
2
）
　
前
掲
（
4
9
）
『
檜
原
村
史
』
三
九
四
～
七
頁
ぴ

（
8
3
）
　
前
掲
（
4
2
）
『
奥
多
摩
町
誌
』
二
〇
六
～
一
〇
、
二
二
二
頁
。

（
別
）
　
青
梅
市
郷
土
博
物
館
編
『
青
梅
市
史
史
料
集
第
二
十
六
号
村
明
細

帳
（
一
）
』
（
青
梅
市
教
育
委
員
会
、
一
九
八
〇
年
）
、
同
編
『
同
第
二
十

七
号
同
（
二
）
』
（
同
、
同
年
）
。
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（
8
5
）
　
同
前
（
二
）
。

（
8
6
）
　
飯
能
市
史
編
集
委
員
会
編
『
飯
能
市
史
資
料
編
』
第
八
巻
、
近
世

文
書
（
一
九
八
四
年
、
飯
能
市
）
。

（
8
7
）
　
前
掲
（
6
8
）
『
毛
呂
山
町
史
』
三
四
三
～
五
〇
頁
。

（
8
8
＞
　
前
掲
（
4
7
）
『
玉
川
村
史
通
史
編
』
四
八
〇
～
二
頁
。

（
8
9
）
　
皆
野
町
誌
編
集
委
員
会
編
「
皆
野
町
誌
』
（
一
九
八
〇
年
よ
り
、

皆
野
町
）
、
横
瀬
村
誌
編
さ
ん
委
員
会
編
『
横
瀬
村
誌
』
（
一
九
八
〇
年

　
よ
り
、
横
瀬
村
）
、
両
神
村
村
史
編
さ
ん
委
員
会
編
『
両
神
村
史
』
二

　
九
八
五
年
よ
り
、
両
神
村
）
な
ど
。

（
9
0
）
　
拙
稿
前
掲
（
5
）
論
文
。

（
9
1
）
　
前
掲
（
6
4
）
岡
部
家
文
書
。

（
9
2
V
　
延
宝
五
年
七
月
「
摂
州
御
検
地
御
改
條
目
」
宮
川
満
『
太
閤
検
地

　
論
』
第
三
部
（
一
九
六
三
年
、
お
茶
の
水
書
房
）
三
ご
二
～
四
頁
、
森
前

　
掲
（
4
）
書
、
神
崎
前
掲
（
3
）
書
一
六
〇
～
二
頁
な
ど
。

（
9
3
）
　
武
蔵
国
の
元
禄
八
年
（
｝
六
九
五
）
の
検
地
条
目
で
も
、
古
検
肩
書

　
の
条
項
は
な
い
。
元
禄
八
年
二
月
「
御
検
地
二
付
御
条
目
写
」
（
竿
奉
行

赤
堀
安
太
夫
ほ
か
三
名
）
三
郷
市
史
編
さ
ん
委
員
会
編
『
三
郷
市
史
』

　
第
二
巻
近
世
史
料
編
1
（
一
九
九
〇
年
、
三
郷
市
）
八
八
～
九
二
頁
、

　
「
元
禄
八
亥
年
被
　
仰
出
候
検
地
御
条
目
仕
形
覚
書
」
前
掲
（
4
3
）
『
新
編

　
埼
玉
県
史
史
料
編
』
第
一
七
巻
近
世
八
領
主
一
二
四
～
四
〇
頁
。

（
9
4
）
　
飯
能
市
史
編
集
委
員
会
編
『
飯
能
市
史
資
料
編
』
第
一
一
巻
、
地

　
名
・
姓
氏
（
一
九
八
六
年
、
飯
能
市
）
。

（
9
5
）
　
川
鍋
前
掲
（
7
7
）
論
文
七
〇
頁
。
以
下
も
同
論
文
を
参
照
。

（
9
6
）
　
前
掲
（
5
4
）
町
田
家
文
書
年
貢
関
係
史
料
、
前
掲
（
4
2
）
『
奥
多
摩
町

誌
』
二
一
八
、
お
よ
び
二
二
二
～
三
頁
。

（
9
7
）
　
同
前
町
田
家
文
書
。

（
9
8
）
　
前
掲
（
4
2
）
『
奥
多
摩
町
誌
』
二
一
二
～
三
頁
。

（
9
9
）
　
和
泉
氏
が
永
高
制
下
の
年
貢
割
付
の
第
－
形
式
と
し
た
も
の
。
和

泉
前
掲
（
2
6
）
「
近
世
初
期
関
東
に
お
け
る
永
高
制
に
つ
い
て
1
武
蔵
を

中
心
に
ー
」
下
二
九
～
三
一
頁
。

（
㎜
）
　
和
泉
氏
が
第
皿
形
式
と
分
類
し
た
も
の
に
相
当
す
る
よ
う
に
見
え

　
る
。
同
前
三
二
頁
。

（
1
0
1
）
　
同
前
三
二
～
三
頁
。

（
睨
）
　
佐
藤
前
掲
（
2
1
）
各
論
文
。

（
3
0
1
）
　
溝
口
常
俊
「
甲
州
に
お
け
る
近
世
焼
畑
村
落
の
研
究
」
（
『
名
古
屋

　
大
学
文
学
部
研
究
論
集
』
第
八
三
巻
史
学
二
八
、
一
九
八
二
年
）
。

（
4
0
1
）
　
拙
稿
「
寛
文
検
地
と
切
替
畑
－
武
州
西
川
地
方
に
お
け
る
『
山
』

　
利
用
と
林
野
所
持
1
」
（
『
徳
川
林
政
史
研
究
所
研
究
紀
要
』
第
二
七
号
、

　
一
九
九
三
年
）
。

〔
付
記
〕
　
本
稿
の
作
成
に
あ
た
っ
て
は
、
飯
能
市
郷
土
館
浅
見
徳
男
氏
、

飯
能
市
井
上
峰
次
氏
、
学
習
院
大
学
史
料
館
の
皆
様
に
た
い
へ
ん
お
世
話

に
な
っ
た
。
記
し
て
深
謝
の
意
を
表
す
る
も
の
で
あ
る
。
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